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2021年4月1日

ểḰ ṇ שּ

２．障害者の就労支援について

３．就労選択支援の施行に向けた主な取組

４．就労選択支援の概要について

５．参考
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１．障害福祉サービスを取り巻く状況
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３．就労選択支援の施行に向けた主な取組

４．就労選択支援の概要について
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(ể)ṡ Ṣ ︢
(Ễ)ṡ Ṣ

︣

ṥ Ṧ
ẇ  30 Ṋ
就労や生産活動の実施にあたり、地域や地域
住民と協働した取組を実施する事業所を評価。

ΠӔ͒ӲӘ Π ҋ ẳ

ᾦҥ ˗ ѫ ʝ ̔ ʝὑ₴ ᾦҥ ̝
Ҳ ֗ Ҙ ׄʣ ♅ ὡ
̔ ᾦҥ ˗ Ḍ ᾦҥ ₴ ̱Ҙ ᶩ

  ὡḨ ₴ 1 ֞
֗ ► ᾦҥ ˗ ᾦҥ ͜
₡ ˗ ὡ ʺҵ ̉ ὑ ˗ ► ˗ ᾦҥ ⱳ ֗ Ҙ ׄʣ

ʝ ⱳ

ᾦҥ Ҳ ̝ ͑ Ấ ʝ ᾦҥ ⱳ
Ҙ ʝ ᾦҥ ׄ
₳᷈› › ↓ 3,000Л ↓ ʣᶥ ˗ ὑ ̏
˗ ₳᷈› ὑ ὕ ̿ ↑ ˗ Ḹף Џ
ѫ Ѱ

Π ὃ͠ 3 ᾊ ẃ ̸2 ҏשּׂ ͡נּ

̑

ᾚᴣ
ᴣ ̊ʣ

ệṌ93 Ṋ
※ 基本報酬の区分等に応じ、一般就労へ移行し６
月以上定着した者の数にごとに加算

ḭ
⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件
を満たせば算定可能

( )ӷ( ) ӷ( )
15ӷ10ӷỈ

⇒ Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％
雇用されている場合
⇒ Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％
雇用されている場合
⇒ Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が

30％以上の場合

※ 定員20人以下、人員配置6：1の場合

定 員 基本報酬

20人以下 584単位/日

平均工賃月額 基本報酬

4.5万円以上 837単位/日

3.5万円以上4.5万円未満 805単位/日

3万円以上3.5万円未満 758単位/日

2.5万円以上3万円未満 738単位/日

2万円以上2.5万円未満 726単位/日

1.5万円以上2万円未満 703単位/日

1万円以上1.5万円未満 673単位/日

1万円未満 590単位/日

ẇ ṇ 100 Ṋ
利用者に対し、一定の支援体制のもと、就労
や生産活動等への参加等に係るピアサポートを
実施した場合に、当該支援を受けた利用者の数
に応じ、各月単位で所定単位数を加算。

※ 人員配置6：1の場合

ᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ6 1018,211 ᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ6 10376,332
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

ṇ

ˢ ὀ ᴻת ἐ ˢ Ѫԃ ᵣ ḛ ἐ

ὀ ˒ᶺằ̻Ỏԃ ẘ ằӈᴒ ѝ ᴕΌ Ỏԃ ἐ
ẅ ˢ ҷ ϛ ἐ 50ṇ ἐ ΅ϓѯ♦ 1֖ӆἵӈἐ

ấ →21 3ᴘ31 ѕ ᵊ ˢ ẅ ϛ ἐ ˞ ˢ ὀ ὀ Ỏԃᾒיằ̻Aנּװ ᵣ
Ὼ ὀ ˒ᶺằ̻Ỏԃᾒ ᾶ ˢ ὀ ˒ᶺ ḛ Ậ וֹ ˞ Ỏԃ Ѵ ἐ

ȋȤȢɊɜȱ

ˋỎ᷆
ˢ ὀ ᴻת ἐ ˢ Ѫԃ ᵣ ḛ ἐ

ὀ ˒ᶺằ̻Ỏԃ ẘ ằӈᴒ ѝ ᴕΌ Ỏԃ ἐ
ẅ ˢ ҷ ϛ ἐ 50ṇ ἐ ΅ϓѯ♦ 1֖ӆἵӈἐ

ấ →24 3ᴘ31 ѕ ᵊ ˢ ẅ ϛ ἐ ˞ ˞ ˢ ὀ ὀ Ỏԃᾒיằ̻Aנּװ
ᵣ Ὼ ὀ ˒ᶺằ̻Ỏԃᾒ ᾶ ˢ ὀ ˒ᶺ ḛ Ậ וֹ ˞ Ỏԃ Ѵ ἐ

→24 3ᴘ21 Ỏ
ὀ ằ̻נּװ י Ῠἐ ᴾּב ὀ ˒ᶺằ̻Ỏԃ ⁵ ↑ ת ῲ ὀ ằ̻נּװ י ἐ Ỏԃ

˞ ὀ ˒ᶺằ̻Ỏԃᾒ ᾶ ḛ Ậ וֹ ῺḀ → ᴘ ♄Σת ὀ ˒ᶺằ̻Ỏԃ ת ╗ὀ ằ̻נּװ
י ʭ
♄Σת Ἠʭ ΅ϓἐỡ ằ̻ ѯ Ằ ΅ϓ ẻ ҷ ѯᾈϛ ΅ϓ ẻ ϼ Ẑ ї ѯᾈ ⅝ ˋỎ᷆ → ᴘ ΅

᷿ᶄ− ῒἎγ ̻ᵶԄ΅ϓ ᴜ ẻ π∆ Ở ṩ ỸẴὀ ˒ᶺằ̻Ỏԃ ⅝ ὣ
ϛתΣ♄ ѕ̸ ᶆ

→25 4ᴘ4 ь
ὀ ˒ᶺằ̻Ỏԃᾒ ╕ ᶺ ˞ Ѻּק ♯ Љ ỸẴ; ῺḀ ֥ Ἠ♯ ͮҊ Ở ╕

ᶺ ᵅ  ˞ Ἠ♯ ᴩ ᶺ ỸẴ ; ˞ ꜙѻ ͒ ѩ

ὀ ằ̻נּװ Ỏԃי ג ♄Σת Ἠʭ Ḛ ˢ ᴙ ͽ ῲ→26 →27 ᴘ ♄Σת ̸
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ʝ ᾦҥ ₁ Ҙ ׄʣ ὕ ḹ ר ֻ ḹ ᾦҥ ὡ
₡ ˗ ὡ ʺҵ ̉ ὑ ˗ ► ˗ ᾦҥ ⱳ ֗ Ҙ ׄʣ ʝ
ⱳ ὡ

65 65

ʝ ᾦҥ ׄ ˗ К ̸ ᾦҥ ⱳ ר ֻ
ḹ ᾦҥ♥ ḹὑ ὕ

ԍѸ Ήѩ ꜘ ḹὕ
ֻ ὕ

ѫ 24 К ѫ ὑ
⁸ ᾃ ̝ Ήѩᾃ ⱳ ר ḹֻ Ẏ ₴ ֯

̑
ᾚᴣ
ᴣ

ᾦҥ ᴣ ̊ʣ

Π ὃ͠ ЖГ ᾊ ẃ ̸ẳ€ Ҍὅѩ̸ Й ẃ ѸҀῐ ѭ ѥҜҊ ѥ₁ ͡

ρ ̱Ѱқ 41Ӵ̬
Ẇ ᴣ ֿ ̔ ὕ ḹֻ

ᾦҥ ͜ ʹʹ˓қ 6Ӵ̬
ᾦҥ ͜ ʹʹ˓ ᾦҥ ᴣ ḹֻ

ᾐ ᴣ қ 15 10 Ӵ̬
̝ Ṳ ͪ ₡ҽ ᴣ 35 ḹֻ
̝ Ṳ ͪ ₡ҽ ᴣ 25 ḹֻ

H30 ͪ Џ Ⱳ ₉ ̸ Ṳ қ
₡ҽ ᴣ 75 ̊ʣ֕ ҽ 3₴̊ʣ 30 ̊ʣ ḹֻ

̊ʣ

報酬区分 基本報酬

就職後６月
以上定着率

５割以上 1,210 単位/日

４割以上５割未満 1,020 単位/日

３割以上４割未満 879単位/日

２割以上３割未満 719単位/日

１割以上２割未満 569単位/日

０割超１割未満 519単位/日

０ 479単位/日

＜定員20人以下の場合＞

※ 上表以外に、あん摩等養成事業所である場合の設定、定員に応じた設定あり
（21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81人以上）

᷂Ḣ ̝ ὕ қ 583Ӵ̬ ᶥ
͜ ͜ ˧ ̝ σ ͜ ḹֻ

Ẏ ₴ ὑӴ̬ қ
R3₴

̑ ̝ ֓қ ᾚᴣ ᴣ֕ ᾦҥ ᴣ ̝ ֓қ
Ѽ♥ ̑ ḸВ ḹֻ 408Ӵ̬ ᶥ

˗ ̱͑Ѱқ қ ᵂқ
̀ В қ ʝὑ ̏ ὑ֯

ᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ6 102,856 ᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ6 1037,473
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₡ ˗ ˗ ᶩ ў Ấ Ḩ ᾦҥ ֯ ὡ
₡ ˗ ὡ ʺҵ ̉ ὑ ˗ ► ˗ ᾦҥ ⱳ ֗ Ҙ ׄʣ ʝ

 ⱳ ὡ
65 65 A

Ấ Ḩ ᾦҥ ̝ ͑ ʝ ᾦҥ ⱳ Ҙ
ʝ ᾦҥ ׄ

ὑᾦҥ Ḍ˗ Ҳ ͜ ˗ ֛Њ Ҳ ͜ ˗ ⱳ
► ѫ ̊ʣ

̭ ד ҥϐ ͜ ̉
ѫ Ѱ

ᾦҥ ̱Ѱқ 50 93
ὑᴣ ᴣ Ḩ Ḹ Ḹ Ӣѝ ʝ ᾦҥ ̊ʣὑ

ꜘ ὑ R3

ׄʣ ᾚᴣ қ  15 70
ὑᴣ ꜘ ὑ

Π ὃ͠ Ж ᾊ ẃ ̸ ẳ€ ̸ ẳ Ҍὅѩ̸ ѶҭҬӘӒӁҌҩ҄҇₁ ҳ ͡

̑

ᾚᴣ
ᴣ ̊ʣ

ᾐ ᴣ қ 15 10 Ӵ̬
̝ Ṳ ͪ ₡ҽ ᴣ 35 ḹֻ
̝ Ṳ ͪ ₡ҽ ᴣ 25 ḹֻ

H30 ͪ Џ Ⱳ ₉ қ
₡ҽ ᴣ 75 ̊ʣ֕ ҽ 3₴̊ʣ 30 ̊ʣ ḹֻ

＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

ᾦҥ қ 1,000 1
ᾦҥ

Ḹ ˗ ᾍ ͑ ḹֻ қ R3

˗ ̱͑Ѱқ қ ᵂқ
̀ В қ ʝὑ ̏ ὑ֯

報酬区分 基本報酬

スコア

170点以上 791単位/日

150点以上170点未満 733単位/日

130点以上150点未満 701単位/日

105点以上130点未満 666単位/日

80点以上105点未満 533単位/日

60点以上80点未満 419単位/日

60点未満 325単位/日

ᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ6 104,401 ᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ6 1085,069



╩ ╦╣⌂™
ủ ⌐╟∫≡ ─☻ⱦכ◘
ה ─ ⅜⌂™≤ ⇔√√╘

ủ◘כⱦ☻ ─ ה ╩ ⅜
╕⌂™√╘

≥─╟℮⌂ ╩ ∫√⅛
ủ ─ ─☻ⱦכ◘ ⌐≈⌂→√
ủ ⌐ ─☻ⱦכ◘─ ⌐≈⌂⅜╠⌂⅛∫√
ủ ─☻ⱦכ◘ ╩ ⇔√

□ ◦ẚὨ χ σם☼τνΜο

₳ 30₴↓ ὑ
̏ ѫ

ὑ ϼ
ὑ ὑ ̏

Ẁ
̏

ᾦҥ ̏ 32,263̏ 21,572̏ ̏

⁸

ᾦҥ
Ḍ

̏ 29,509̏ 14,030̏ ̏

⁸

⇔⌂™
ה ⌐▪☿☻ⱷfi♩≤ ≤ ╘
╠╣╢▪☿☻ⱷfi♩⅜ ╦╣≡™
╢√╘
ה ⌐ ≤ ≢ ⅜
╪≢™╢

ה ╩ ⇔≡™⌂™

⇔⌂™
ה ─
ה ⌐ ╩ ⇔≡
™╢
ה ⌐ ≤ ≢ ⅜
╪≢™╢

ה ╩ ⇔≡™⌂™

◕ τΣΪϥ◦ẚὨ ẉό И˔ЇτΤΤϥꜛⱵ ⁮Ὣᴮˢ 30 ˣ ῡ ᵲ ♅ᴿ ϓ

̒ ӱ“◦כρ Ὃ ἷχ͖כ◦ χ∑τ σ□ ◦ẚὨ χם☼ ệ

̒□ ◦ẚὨ τϢμοЂ˔РІχ   Ϭ“σϩσΜ
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財務省 財政制度等審議会 財政制度分科会
（令和6年11月13日開催）資料
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Π

20
Π ◓ Π

ΠӔ͒ӲӘ Π ҋ ẳ

ᾦҥ ᾦҥ ˺ ѫ ʝ ᾦҥ ὡ ᾦҥ ̢ ṑẀӓ ₡ ֕ ̝
ʣ ʝ ᾦҥ♥

ὡ ₡ ֗ ̝ ̔ ͜
̢ ׄ ⱳ ὕ

ѫ ὁ ̔ ᵂ ᶥ̊ʣ ὡ ᾍ ►
ᶥ̊ʣ ̔ ᵂ ҟ

ѫ ₴ ( ♥ ⱳ ꜘ ᾦҥ ͜ ╠

ḹ ꜘ Ҟ ʹʹ˓ ̱Ѱқ 120Ӵ̬
ḹ ꜘ Ҟ ʹ ʹ˓ ᾦҥὑ ᴣ ḹֻ

ѩ᷂Ḣқ 240Ӵ̬
ʴῇ ᷂Ḣ ᾱ̮ ѫ ḹֻ

ѧ қ 900Ӵ̬ 1ᶥ
ʝ̱ ᵣ ˗ ̊Ẇ ˗ ѫ ֞ Њ ḹֻ

ᾦҥὑ ὕ ̱Ѱқ 300Ӵ̬
ᾦҥὑ ѫ ˓ ˗ 3₴6 ̊ʣ6₴6

ᾦҥ Ҋֻ7Ҋ̊ʣ ˗ ͔

̑

ᾦҥὑ ᴣ
(₡ҽ )

᷂Ḣ ̝ ὕ қ 579Ӵ̬ ᶥ
͜ ͜ ˧ ̝ σ ͜ ḹֻ

Ẏ ₴ ὑӴ̬ қ
R3₴

̑ ̝ ֓қ ᾦҥὑ ᴣ ̝ ֓қ Ѽ♥
̑ ḸВ ḹֻ 405Ӵ̬ ᶥ

Π ὃ͠ 6 4 ͗͡ ͠Ὣ┬Ж ҏ‮ ἇҏ ҏѧ҂
ҏ ͡ѭ ѥҜҊ ѥ₁

※ 利用者及び当該利用者が雇用されている事業主等に対し、
支援内容を記載した「支援レポート」を月１回以上提供した場合に、
利用者数及び就労定着率に応じ、算定。

就労定着率 基本報酬

９割５分以上 3,512 単位/月

９割以上９割５分未満 3,348 単位/月

８割以上９割未満 2,768 単位/月

７割以上８割未満 2,234 単位/月

５割以上７割未満 1,690 単位/月

３割以上５割未満 1,433 単位/月

３割未満 1,074 単位/月

ᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ6 101,671 ᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ6 1018,114



וֹףּ

アセスメント（assessment ）とは、「 ︣ 」や「 ︣ 」

といった意味を持つ言葉です。 ḭ

︣ 場合に、アセスメントという言葉が使用されて

います。

21

職業的アセスメントは、 לּךּ פּ אל

になります。アセスメントした結果を職業的な探求

活動などにつなげることができるように、

︣

פּ されています。

また、このアセスメントは、 ḭ ḭ

ḭ ḭ ḭ ḭ

פּ されます。

就労系障害福祉サービスの領域では、「就労アセスメント」

という言葉の方が馴染み深いかもしれません。

この就労アセスメントは、

B ︡

צּ לּ のこと

です。

職業評価は、 ḭ לּ טּ

。 שּ ṇ やֿפ צּ קּ

したり、 לּ טּצּ

︡ ךּ וֹךּ ṕפּ Ṗ ︡ ︣

します。 生活歴や職業経験をお聞きするほか、専門・専用の

ツールやキットを用いた検査、職業適性検査、心理検査など個別

に設定した内容で実施します。

ăÔ ȋȤȢɊɜȱǡ Ǟ Ǆǒ ǞǻǾ ⱱɋȰɔ ǡǒǴǡ È20GC1009ÉÕ╥

ă ɄºɉɃºȡ¦ ǡ ⱱ ǡ ÔŪ£ȯºɇ Õ



2021年4月1日

１．障害福祉サービスを取り巻く状況

２．障害者の就労支援について

ễḰ וֹ

４．就労選択支援の概要について

５．参考
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︣
︣

令和６年４月１日（ただし、２①及び５の一部は公布後３年以内の政令で定める日、３②の一部、５の一部及び６②は令和５年４月１日、４①及び②の一部は令和５年10月１日）

ểḰ 【障害者総合支援法、精神保健福祉法】

① 共同生活援助（グループホーム）の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
② 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域
生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。

③ 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの
者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

ỄḰ ṇ ︣ ṥ ḭ Ṧ

① 就労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の手法
を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。

② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に
おいて算定できるようにする。

③ 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

ễḰ ṇ ︢ 【精神保健福祉法】

① 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、
医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。

② 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」
を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。

③ 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道
府県等に通報する仕組みを整備する。

ỆḰ ︣ 【難病法、児童福祉法】

① 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。
② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の
連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

ệḰ ṇ ḭ ךּ ṇ ṇ ṕỏọṖ ︣ 【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】

 障害ＤＢ、難病ＤＢ及び小慢ＤＢについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。

ỈḰ 【障害者総合支援法、児童福祉法】

① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。
② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。 等 

このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第２項の規定等について所要の規定の整備を行う。

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニーズ
に対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の
充実及び療養生活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。
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13

市区町村
就 労 系 障 害 福 祉
サ ー ビ ス
利 用 希 望 者

・必要な情報提供等
・作業場面等を活用したアセスメント（※）の実施
・多機関連携によるケース会議の実施
・アセスメント結果の作成後、結果を提示

・実施主体選定
・助言・指導 等

事例の報告

・働きたいが、やりたいことや向いていることが分からない
・何が原因で短期間で離職するのか分からない
・周囲からA型やB型の利用を勧められ迷っている 等

厚 生 労 働 省

補助

一 般 企 業
就 労 移 行 支 援 事 業 所
就 労 継 続 支 援 事 業 所

※ 本人の就労能力や適性の客観的な評価
を行うとともに、本人と協同して就労に
関するニーズ、強みや職業上の課題を明
らかにし、就労に当たって必要な支援や
配慮を整理することを含むもの

3044
 40
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וֹףּ
Ṍ צּ 3 צּ ṇ Ṍ

ӡ ╓

¹ ǡȚºȢ
¤ Ǜ ǌǾ Ƿ ǗǝƿǾּס ǡƵǾ

ƿ ≤ ǌǾǒǴנּ ȅ ƷǷǌƷ¡

¤ ƿ Ǟ ǌǾǆǛǚנּ ǡ ȅ ǀǝ
ƿǼ≥ ƿǚǀǾƿ ǆǿǱǚ Ǜ Ȃǽǡ
ǝƷ ƿ ǌǾǆǛǚנּ ƿ Ǟ Ǌ
ƿ ǝǂǝǖǒ¡

¤Ũ ∙ ȅ ǴǾǒǴǡ Ǟ ƿƾƾ
Ǿǝǜ ǡ ƿ ǀƷ¡Ǳǒ  ƿǆ
ǿǱǚ∙ Ǟ ǂǡ Ǟ ǌǾנּ ƿƵǾǒǴ

ǛǝǾ¡

¤ ƿ ·ǡ ǚ≥ ȅ ƹǆǛǚ ǡ
ǞǗǝƿǾƿ  ǝǂ ƿ≥ ȅ

ƹǆǛƿ ǊƷǒǴ  ǌǾ  ȋȤȢ
ɊɜȱȠºȱǡ ǀ ȅ ╗ǈǎǾǝǜǡ ƿ
¡

¹ ǡȚºȢ
¤Ŧ ǡ ǚ ǡȚºȢ ȅ ǌǾǆǛƿ

ǾǒǴ  ǞƾƾǾ Ǧ ǌǾנּ
ǡ ƿ ǝƷ¡

¤ ╓ ǡ ƿ ǱǾǆǛǚ ȋȤȢɊɜ
ȱ ǡ ǞǛǼȂǿǾǆǛǝǂ ǡ
≥ Ƿ ȅ ǿǾǆǛƿǚǀǾ¡

¤ ǡ ƿ ǼǿǾǒǴ 
Ǟ ȅ ǌǾǆǛƿ Ǌǂ Ŧ Ǟ ǡȚº
Ȣȅ⅛ƹǆǛǚŦȚºȢƵǒǽǡ ƿ ǂǝ
Ǿ¡

Ӣ ╓

¹ ƾǖǒ
¤ÔǛǞƾǂƽ ȅ︣ƿǝƷǛÕǛƷƹ Ʒǚ
ȅ ǈǿǾ Ǟ  ǡ ǡ ȅ ǖǙ

ƷǒǓǂ Ǟǝǖǒ¡

¤ ȞºȼȢǡ ȅ ǼǍǞ ǖǙƽǼǿ
ǒ ƽǻǦּק Ǟ ǊǙ  ǡ ȅ Ǳƻǒ

ƿǚǀǒ¡

¤ ȅ ǌǾȳȔɆȭǫǡ ǡ Ǟǵ 
ⱱ ǡȋȤȢɊɜȱƿ ǝ ƿƷǾ

ǆǛȅ Ǌǒ¡

¹ ǛǝǾ
¤ ǡ   ȞºȼȢ ǞƽǄ
Ǿ ǡ ǈǝǜǞǻǽ ƿȞºȼȢ ȅ
ꜛǊǙǊǱƹ¡

¤ȋȤȢɊɜȱȅ ǄǾ ǡ ƿ ǚǀǝƷ
Ǜ ƿ↨ ǚǀǍ  ǝ ⱱǞǗǝƿǼǝ
Ʒ¡

¤ ǚ ǊǒƷǛ ƻǾ Ǟ  ǡ
Ƿ ¤ ǝ ȅ ǌǾȋȤȢɊɜȱǡ
ȅ ǊǙǵǼƹǆǛƿ ǊƷ¡ÈȋȤȢɊɜ

ȱ ȅוֹ ǌǾ Ǟ╗ ǚ ȅǊǒǆǛǚ ǐ
ǡ ǡ ⱱǞǗǝƿǼǝƾǖǒ¡É

¤ ȞºȼȢǞǗǝƿǖǙƷǝƷ Ǟ ǊǙ 
ȸɖºɘºȘ ǞƽƷǙǵ ȞºȼȢǡ ƿǚ
ǀǾǻƹ  Ǜ ƿ ǌǾ ƿƵǾ¡

ӣ ╓

¹ ƾǖǒ
¤ ǒǝ ȅ ǊǙȋȤȢɊɜȱȅ Ǌ 

ǡȋȤȢɊɜȱǛǡ┴Ʒ ȅ ǌǾǆǛǚ 
ǡȋȤȢɊɜȱ ǞǗƷǙ ǌ Ǟ

ǝǖǒ¡

¤ ǇǊǙƷǝƷ ǚȋȤȢɊɜȱȅ ǄǾ
ǆǛǚ  ƿ Ǟ ȅ ƻǾǆǛƿǚǀǾ

Ǜǝǖǒ¡

¤ ȅ ǈǿǙƷǾ Ǟ 
ȞºȼȢȅ Ǵǒ ⱱȅ ƹǆǛƿǚǀǒ¡

¤ ǝ ǞƷǾ (ȳȔɆȭ)ƿ ǌǾǆ
Ǜǚǻǽ ǝ ǚ ȅ ǾǆǛƿǚǀǒ¡
Ǳǒ  ȞºȼȢ ǝǜǞ ǊǙ
ǝ ǚȋȤȢɊɜȱ ȅוֹ ǌǾǆǛƿǚǀǒ¡

¹ ǛǝǾ
¤ɋȰɔ ǛǊǙ ǌǾǆǛǚȾɒȬȱǞ
ǒǝ ȅ ǌǾ Ǟǝǖǒƿ  ┌
ⱱ ƿ Ǌǒ  ȋȤȢɊɜȱȅ ≥ Ǟ
ƹ ƿƵǾǆǛȅ ǊǙƷǾ¡

¤ȞºȼȢǡ ȅ ǌǾǒǴǞǢ  ⱱ
ǡȋȤȢɊɜȱ Ƿ ╓ ǡ № ƿ

ǛǝǾ¡

¤ ∙ ǫǡȋȤȢɊɜȱǞǗƷǙ  ╓ ǚB
ȋȤȢÈB ȅ ǌǾǒǴǞȋȤȢɊɜȱȅ ƹÉ
ǛƷƹ ƿ╗  ǊǙƽǽטּ ǐǡ ȅ ƻ
ǙƷǂ ƿƵǾ¡È ǞǗƷǙǢ ƾǼ
ǡ ǡ Ǟ ǽ ȆǚƷǾ¡É

¤ ǡ ȋȤȢɊɜȱƿ Ǟ ǈǿǾǓǄטּ
ǞǛǜǱǾּס ȅ ǊǙƷǾ¡
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וֹףּ ︡ שּ
Ṍ ṡ קּ Ṣךּ נּ Ṍ
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・松江市では、就労アセスメントに関する「研究事業」への参画をきっかけに、

2021年度から、就労選択支援を見据えた新たな仕組みづくりを

段階的に進めてきた（図2）

͍ʽ  ◕χᵵệ ͏ʽάϦϘπχὊᵃ

͐ʽ2023 χ︡ ˢЯДиⱧỘˣ

͎ʽ τḩβϥᾝכ◦ ʺᴿ

・島根県東部、山陰のほぼ中央

県庁所在地、中核市

・松江圏域=松江市/安来市(図1)

・人口、面積、障害者数、

雇用率対象企業数等は表1

（１）社会資源の状況

・障害者就業・生活支援センター、ハローワーク、

障害者職業センターが1か所ずつ設置

・就労系障害福祉サービス、計画相談、特別支援学校

の箇所数、福祉からの一般就労実績の推移は表2

（２）課題

・B型が顕著に増加傾向、就労移行は縮小傾向

・福祉からの一般就労実績は横ばい

・就労支援の機運低下 ⇒ ḭ בֿ

Ⅲ．解決策の試行（2023）「就労アセスメントワーキングチーム」

・審議会の下部組織として、就労アセスメントワーキングチームを結成（目的や構成員、活動等の概要は表4）

「就労の開始・継続段階の支援における地域連携の実践に関するモデル事業」報告書

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001248314.pdf

表1 概況情報

表2 社会資源・福祉からの一般就労実績

Ⅰ．実態・課題調査（2021）「相談支援専門員へのアンケート調査」

「就労系障害福祉サービスの支給決定プロセスにおける職業的な

アセスメントを介した多機関連携のあり方に関する研究」報告書

https://mhlw -grants.niph.go.jp/project/158017

Ⅱ．課題解決の準備（2022）「就労アセスメント連続セミナー」

「アセスメントを介した多機関連携のための実践事例集」

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001119574.pdf

⇒ 研究事業で明らかになった課題と求められる変化（表3）

図2 段階的な取り組み

表4 就労アセスメントワーキングチームの概要

表3 課題と求められる変化
図1 松江市・松江圏域

①…2024年3月末時点
②…2023年3月末時点
③…2023年6月1日時点



וֹףּ ︡ שּ
Ṍ ṡ קּ Ṣךּ נּ Ṍ

ṕểṖ ṇ

・職業的なアセスメントを、試行的に「ワーキングチーム全体で、協働でおこなう」

・JEED「就労支援のためのアセスメントシート」を共通ツールとして活用

（事前に研修会を実施）

・「説明と同意」から「就労選択の決定」までのプロセスを経験（実践）する

・経験（実践）を積み重ね、各プロセスの手法や多機関連携の方法等のノウハウを集約

・全体の流れは図3、モデルケースの概要は図4

͒ʽ ᴮρᴿ

ṕểṖ ṇ

◎ 一人で、一事業所、一機関で悩まなくても良く、全体で質疑、意見交換したり、様々な視点

や場面でみたりすることで、アセスメントを深めることができた

◎ 基幹相談支援センター、職業センターなど、各方面のエキスパートからアドバイスがもらえ、

スーパービジョン的な機能により、アセスメント力、支援力の向上を図れた

△ タイムリーさ、対応できるケース数に限界があった

⇒ 事例検討、困難事例の対応を中心とした活動にシフトしていくことを想定

・就労選択支援開始後の連携イメージ（図5）を見据えてワーキングチームの活動を継続

・①「地域づくり」機能、②「中立性・質の確保」機能に整理

・従来の活動に加え、各種の研修会、事例検討、リーフレットの作成等を予定

・アセスメントに基づいて、本人がより力を発揮できる環境への移行を促進させる
（Ｂ→Ｂ、Ｂ→Ａ、Ｂ→移行、Ｂ→一般、Ａ→Ａ、Ａ→一般、移行→Ａ、移行→一般 等）

（多様な働き方の実現…「より高い工賃が得られる」「より働きがいをもって働ける」）

・モデルケースの協働は「アセスメントアドバイザー・お助け隊」に発展させる
（アセスメントに困ったときに、エキスパートからアドバイスがもらえる、一緒に動いてくれる）

͔ʽ ϱЮ˔Ѕ

͑ʽ2023 χἇ σ︡Ϥ ϙˢЯДиⱧỘˣ

͓ʽ2024 χ︡

ṕỄṖ שּ

・就労選択支援事業について、就労支援専門官を招いて研修会を行ったほか、事業概要に関する

情報が更新された都度、定例会において情報共有、勉強会を行った

・松江市における、現行の就労アセスメントの実施状況を共有し、「本人さんが『やってみた

い』と思えるアセスメントにするためには！？」「相談員が『使おう』と思えるアセスメント

にするためには！？」について意見交換を行った

・直Bアセスメントのケース報告をもとに、運用面の共通認識づくり、改善策についての意見交

換を行った

図3 モデルケースの協働（全体の流れ）

図4 モデルケースの協働（ケース概要）

ṕỄṖ שּ

◎ 就労選択支援に関する認識が高まり、準備を進

めていく必要性について共通認識がもてた

◎ 現行の直Bアセスメントについて、有効活用して

いる事例、具体的なノウハウを共有できた

◎ ワーキングの活動と協議会の機能が合致しており、

「地域づくり」に繋がる可能性を見出した（表5）

表5 協議会の6つの機能

図5 就労選択支援を見据えた連携のイメージ図
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Ṍ ṡ ṇ Ṣ Ṍ

͍ʽЯДиⱧỘτ︡Ϥ Ϛθϛτ ӽπ ΰθάρ

χθϛχϯЈІЮрЕЄ˔ЕˢJEEDˣכ◦
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ЀрСГрЄ˔Ϭᴦ♪ᴟΰʺ › ᴂ Ϭᶎ

Ộọ ʾϺазϯϱрЂϱЕʾ ГІЕʾ ᾓσς
Å χ ∕ σ Ộọ ʾḩ χᾒ∕ᴟ
Å σ ϒχЫАЎрϽτᶨ
Å τ σ йЦиϬ ᴣ
Å χ∑ם ḕẽˢ☼ ᵰ σςˣπϯЈІЮрЕϬם☼

σם☼︣ τϢϥᾤ כ◦

Å ⱧỘ ꜛχм˔ϼЂрФиʺ Ộọ ᾁ₰ʺ ГІЕʺ ם σςϬ
ᶨ

Å χיּ τ›ϩδθᾤ ☼םϬכ◦
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ṕ Ỉ Ṗ

Ỉ ḭ

Ẍ

令和６年７月～令和７年３月末

（各ケースについて、原則としてアセスメント期

間を含め概ね1か月間以内で実施）

Ẍ

都道府県単位で選定

(一つのモデル地域につき10ケース以上実施）

令和６年度厚生労働省委託事業において、以下の３つの柱を中心に、令和７年10月の就労選択支援の円滑な施行
に向けたモデル事業を実施。

1.

צּ

לּ ︣

Ẍ ṇ

検討委員会（計４回） 令和６年７月～12月

マニュアル完成 令和７年３月末

マニュアル公表 令和７年４月以降

Ẍ ṕ Ṗ

1. ךּ
 ⅰ.背景
 ⅱ.事業概要
ⅲ.対象者

 ⅳ.事業の目的
 ⅴ.事業の基本プロセス
 ⅵ.就労選択支援における各機関の役割

2. ṇ
 ⅰ.サービス開始までの流れ
 ⅱ.利用検討にあたり実施すべき事項
 ⅲ.計画相談支援事業との連携

ễḰ
 ⅰ.本人への情報提供
 ⅱ.作業場面等を活用した情報把握

(アセスメント) 
 ⅲ.多機関連携によるケース会議
ⅳ.アセスメントシートの作成
ⅴ.事業者等との連絡調整

ỆḰ
ệḰ

2.

ḱ

Ẍ ṇ
検討委員会（計４回） 令和６年７月～令和７年３月
試行研修の実施 令和７年１月～２月
シラバス等完成 令和７年３月末
シラバス等公表 令和７年４月以降

Ẍ
① 形式：講義（動画視聴）+演習【計２日間】
② 内容

3.

ḱ

30
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No. ᶽḲᶷ
1 ᴴ ׂׄ ל
2 ╔ ׂ׃ ⱱ╢
3 ל
4 ╗
5 ḗḵᴻḷᴻ᷄
6
7 ᴴ
8 ל
9 ⱱ
10 ׂׄ
11 ⱱ
12 ⱱ
13 ⱱ
14 ⱱ
15 ׂ׃ ⱱ
16 ׂ׃ ⱱ
17 ׂׄ
18 ׂ׆ כ
19 ׂ׆ כ
20 ׂׄ כ
21 ׇׂ כ
22 ׇׂ כ
23 ׇׂ כ
24 ׂ׃ כ
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à ╓ᶍ ᶆᶍ ᵬ ᵶá

¸ ֩ ֪ ᶱ ᵶᴲ
ⱱ ᴴᵲᶈᶡ ᴴ ᵫ
נּ

¸ ֩ ֪ᵆ ⱱᶍᵾᶠᶍᶷḃḁ
ḩḻḐ᷿ᴻḐᵇᶱ ᵶᴲ
ᶍ ᶆ

¸ ֩ ֪ ┌ ⱱ ᵫᶉ
ᵣᶍᶆ ᴴ ⱱḃḻ
ḇᴻᵫ òᶷᶻḐḲᴻḉᵫ

¸ ֩ ֪ ⱱᶊᶧᶪ
ᵫ100% ᴳ ᴴ

ⱱḃḻḇᴻᶇ ᵶᶅ ᴳ
╓ᶆᶎ ⱱ

ⱱ ᴲ ᶇ ᶝᶪ ᶱ

¸ ֩ ֪ ᶱ ᴳ ᶍ
ⱱ ᴲ ╓ ᶱ

¸ ֩ ֪ ⱱ
ᶆ ᴲ ᶎ3

àḪḏḳ᷆ᴻḁᶱ ᵷᶅá

¸ ֩ ֪ 1 ᶆ ᵪ
᷊ᴻḛḁᶆ ᶲᶆᵣᵾᴳ

ᴲוֹ ᶍ ᶱ ᵱᶪᵲᶇᵫᶆᵬ
ᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱ ᶍ2 4
ᶱ ᶊ ᵶᵾᵫᴲ ᶇ
ᶍḖᶻḗᶻᵫ┴ᵥᴳ ᶍ
ᵫ ᵫᶂᵾᶇ ᶊᴲ ╢ᶍ
ᶡ ᶝᶂᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ᶱ ᶍ ᶊ ᴳ
ᶠᵾᵣ ᶀᶡᵡᶂᵾᵫᴲᶷḃ

ḁḩḻḐ ᵬᵾᵮᶉᶂᵾ֩ ᶡ
֪ᴳᵡᶮᵺᶅ ᶊᶡ

ᵫᵡᶪᶍᶆ ᶡ ᶩᵫ
ᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱA ᵫ
ᵲᶍᶝᶝᶆᵣᵣᶍᵪ§ ᶊ
ᶃᵣᶅᵲᶨᶫᶪᶍᵪ§ᵫ ᶍᶝ
ᶝᶆᵡᶂᵾᴳ

à ᶍ ᵬá

¸ ֩ ֪ ᶆᶍ ⱱ
ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱ ᴲᶝᵾ
ᶂᶅᵬᵾ ᶗᶍ ꞌᶍᵡᶩ ᴳ

¸ ֩ ֪ ╓ᶆ◖☺ᵸᶪ ᶍ᷁ᶹḑ
ḱᶹḻᶍ ᶣᴲ ᶍ
ᵫ ᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱ ᶍ
ᶇ ┌ ⱱ3 ᶍ ᶍ

ᵫ ᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱ ᶇᶍ
֩ ֪ᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱᶍ ꞌ ᶍ
ᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱᶍ ᶍ
ᶇᵼᶍḉᶼḋ᷄ ᴳ ᵫ
ᶆᶎᶉᵣᵪᴳ

¸ ֩ ֪ ╓ᵫ ᵮᴲ┌ ᶆ 3
ᵪᵪᶪᶇᵶᶅᴲ ᶊᶈᵲ

ᶝᶆ ꞌᶆᵬᶪᶍᵪᴳ
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꞉

No. ᶽḲᶷ
1 ꞉ ׂ׆ ל
2 ꞉ ׂ׃
3 ׂׄ ┌
4 ׂׅ ל
5 ≠

6
ᶉᵶ
֩ᶷḳḌḗᶹ
Ḧᴻ ֪

ׇׂ

7
ᶉᵶ
֩ᵥᶃ ֪

ׂׅ

8 ׇׂ
9 ׂ׃ ֩ ֪
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à ╓ᶍ ᶆᶍ ᵬ ᵶá

¸ ᶊᶉᶪ ᵫᵡᶪᶽḲᶷᶱ
ᵶᶅḪḏḳ ᴳ ᶊᶎ
ⱱᵿᵰᶆᶉᵮᴲ ⱱᶍ

ᶣḕḋḐḷᴻ᷄ᵫᵡᶪᶽḲᶷᶱ
ᵶᵾᴳ

àḪḏḳ᷆ᴻḁᶱ ᵷᶅá

¸ ֩ ֪ ᶆ ᶉᵶ
֩ ᶉᵶ֪ᴲᵥᶃ ᶍ ᵫ
ᵡᶪ᷆ᴻḁᴳ ᶎ╗
ᶆᴲ ḁ᷂ḳᶎ ᵡᶪᵫᴲᶷḃ
ḁḩḻḐ ᶱוֹ ᵰᴲᶡᵥ ᵶ

ᶱ ᵸᶪ ᶇᶉᶂᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ᶆ
ⱱ ᵶᵾᵫᴲ
ᶆ ᵶᴲ ḁḐḴḁᵪᶨּקᶱ
ᶨᶫᵹᴳᶝᵿ ᵮᴲ ᶍᶹḩᴻ
Ḁᵫ ᶅᶅᵣᶉᵣᵲᶇᵪᶨᴲ
ᶱ ᵶᶅ ᶍ ᶊ
ᵫᶂᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱ ą
ⱱB ą ┌ ⱱ ᴳ

ᵶᵣ ᶆᶈᶍ ꞌᶆᵬᶪ
ᵪᶇᴲḁḜᴻḑᶱ≥ ᵶᵫᶀᶉᶇ
ᵲᶬᶗᶍ ꞌᶱ ᴳ ḷᴻ
᷊᷄ḻḟḳᶇGATB ᶱ
ᴳ

¸ ֩ ֪ ᶉ ᶡ ᶉ
ᵫᶨ ᶩ ᶠᵾᶍᶆᴲ ᶍ
ᵫ ᵧᵾᴳ

à ᶍ ᵬá

¸ ֩ ֪ ᶍᶷḃḁḩḻḐᵫ
ᶫᶪ ᶍ ᴳ

¸ ֩ ֪ ᶆᶍ ᶊ ᵸᶪ
ᶇלּ ⱱᶗᶍ ☿
ᵣᶍ ᴳ

¸ ֩ ֪ ᵫᶈᶍᶧᵥᶉ
ᶱ ᵸᶪᵪᴲᶍ ᴳ

¸ ֩ ֪ḃḳḝḟḱḻᵫ ᵣᶽḲᶷ
ᶆᶍ ꞌᴳ

¸ ֩ ֪ᶷḃḁḩḻḐᶱ ᵸᶪ
ⱱ ᶍ ᴲ ᶇ Ḑ
Ḵᴻḓḻ᷅ ᶍ ᴳ

¸ ֩ ֪ ᶇ ᶍ ᵬ
ᶍ ᴳ

¸ ֩ ֪ḲḅᴻḁᵫᶉᵣᶽḲᶷᶆᶍ
ꞌ֩ ᶍ ᵶᵪ
ᵫᶉᵣ֪ᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱ
ᶊּנᵧᶅᴲ ⱱ ᴴ
ⱱᶇᶍ ᴳ

àḪḏḳ᷆ᴻḁᶱ ᵷᶅá

¸ ֩ ֪ ┌ ⱱ ᶍᶷḃ
ḁḩḻḐᶱ ᴳ ᶆ ᶨ
ᶫᶉᵣ ᶣ ᵪᵣ ᶍ
ḏᴻḇᶱ ᶨᶫᶪᶧᵥᶊᵸᶪ ᴳ

¸ ֩ ֪ᶷḳḌḗᶹḦᴻ ᶍ
50 ᶱ ᴳ ᷊ḥᴻḐḃḻ
ḇᴻᵪᶨᶍ ᴳ ᶊᶉᶂᵾᵫ
ᵼᶍ ᶡ ᵬᵾᵣᶇᶍ ᴳ
ᶎᶆᵬᶪᵫᴲ ᵫשׂ ᶨᶉᵣ½
ᶫᶪᶇᵲᶬᵫᵡᶂᵾᴳᵲᶫᵪᶨ

ᵸᶪ ᶊᶃᶉᵫᶂᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ↨ ᴴᵥᶃ ᴲ ᵬᵾ
ᵣ ᵡᶩᴳ ┌ ⱱᴲ

ᴲ ⱱ ᶱ ᵧ
ᶅ ᴳ



ÅЯДиϾ˔Іχם☼ʿὓ11

ṅ ӽ (2) ʺṅ ◕(2) ʺᶆ ᾖ◕(1) ʺ ӽ(4) ʺ ӽ(2)

Å ᵲּיΥ ᶓ Μʺ‰ⱳ Ṑ ᵲχΚϥϾ˔ІϜם☼

Å ᴬ ԚΤϣχϾ˔ІτΣΜοϜם☼
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No. ᶽḲᶷ
1 ל
2 ל
3 ᴴ
4 ל
5 ׂׄ ל
6 כ
7 ׂׄ ל
8 ⱱ
9 ⱱ
10 ׂׄ שּ ╪
11 ⱱ
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à ╓ᶍ ᶆᶍ ᵬ ᵶá

¸ ᶎ ╓ᶆᶍ ᶱᵶᶧᵥᶇ
ᵬᵪᵰᵾᴳ ╓ᶎ5ᶃᵡᶪ

ᵫᴲ ᶊ ᴴ ᶎ ᶆנּ
ᵬᶉᵪᶂᵾᴳ ᶊ ᶎ

᷊ᴻḛḁᵫ ᶉᵣᴳ

¸ ┌ ⱱᵫ ᶉᵣᵲᶇᶡᵡᶩᴲ
ᴴ ⱱḃḻḇᴻᵫ

ᶇᶉᶩḪḏḳ ᶱ◖☺ᵶᶅ
ᵣᵮᵲᶇᶊᶉᶂᵾᴳ

¸ ⱱ ᶍ ᶆ ᵶᴲ
נּ ᶱ ᶂᵾᴳ

¸ ᶇᶎ ᶍᵡᶩ ᶊᶃᵣᶅ
≥ ᶱ ᶂᵾᴳ

¸ ᶎ ᶊᶡ ᶮᶪ
ᵾᶠ ᶍ ᵫ ᴳ

àḪḏḳ᷆ᴻḁᶱ ᵷᶅá

¸ ֩ ֪ ⱱB
ᵫᴲ ᶍ ᶆᶷḃḁḩḻ
Ḑᶱ ᵶᵾᴳ ᶊ ᶫᶅᵣᶪ
ᵲᶇᶡᵡᶩᴲᶷḃḁḩḻḐ ᵫוֹ
ᵮ ᶪᵲᶇᶊ ᵶℓᵶᵫᵡᶪᶇ
ᶮᶫᶪᴳ

¸ ֩ ֪ ᶎᵡᶪᵫᴲ
֩ ᴴ ֪ᶍ ᵫ╗

ᶊᶎ ᶊᶉᶪᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱ ᶍ
᷊ᴻḛḁ ᶝᶆᶍᶃᶉᵭᶱᶈᵲ
ᵫ ᵥᶍᵪ ᶊ ᵷᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ᶇ ᶍ
ᵡᶪ ᶊ ᵶᴲ═ ᶉ ᶮ
ᶩᵫ ᵿᵫᴲ═ ᶍ ᵫ
ᵶᵪᶂᵾᴳ

¸ ֩ Ḿ ֪ ᶆᴲ
2 ᴲ ᵫℓᵮᶉᶩ

┌ ⱱᶱ ᴳ ᵫ
ᶞᴲ ┌ ⱱᶆḐḴᴻ

ḓḻ᷅ᶱ ᵰᶪᵲᶇᶊ ᵫᶂᵾᴳ

à ᶍ ᵬá

¸ ֩ ֪ᶷḃḁḩḻḐ ᶱ ╗ᵸ
ᶪᵪᶈᵥᵪᶊᶃᵣᶅ ᵫ ᴳ

¸ ֩ ֪ ╓ ᶍ ╓ᶷḃḁḩḻ
Ḑᵫ ᴳ

¸ ֩ ֪ ᶇᵶᶅᶍ ½ᶷᶻ
ḐḲᴻḉᶍ ֩ ֪ᶍ
ᵫ ᴳ

àḪḏḳ᷆ᴻḁᶱ ᵷᶅá

¸ ֩ ֪ ⱱ 2 ᴳ
ḝᶸᴻḑḘḋ᷄ᶊᶎ ᶡ ᵸᶪנּ
ᵫᴲ ᵫ ᵮᴲ ╢ ᶍ
ᶊ ᵸᶪנּ ᵫ ᵬᵣᴳ

¸ ֩ ֪ ᵿᶂᵾ
ⱱA ᵫ ᶊᶉᶩᴲ
ᶍ ᶱ ᵸᶪᵡᵾᶩᴲᶷḃ
ḁḩḻḐᶱ ᵷᶅ ᶍ ᵫ
ᶊᶉᶂᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ᵪᶨ
ᵶᵾᵫᴲ ╪ᵪᶨ

ᵡᶩᴳ ᷊ᴻḛḁ ᶱ
ᶨᵹᴲ ᴲוֹ ⱱB
ᶇᶉᶂᵾᴳ



ÅЯДиϾ˔Іχם☼ʿὓ9

◓◕(5) ʺẽ ◕(2) ʺ (1) ʺ ṷ (1)

ÅϜρϜρ ◓ ӽπᵫ ΰθϯЈІЮрЕЄ˔ЕϞᶆ ︣ ϬẶ πⱱμΜϥ

ϵзϯ

Å ᶘ ρכ◦ Ψ ὀ
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No. ᶽḲᶷ
1 ׂ׃ ⱱ
2 ׂ׃ ⱱ

3 ׂׅ ל

4 ᴲ ׂ׃ ⱱ
5 ↨ ד׃ ḗḵᴻḷᴻ᷄

6
ᵫᵣ

ׂ׃ ⱱ

7 ׂ׃ ⱱ
8 ׂ׃ ⱱ
9 ׂ׃ ⱱ
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à ╓ᶍ ᶆᶍ ᵬ ᵶá

¸ Ḫḏḳ ᶊ ᵫᵣᶉᵪᶂ
ᵾᵾᶠᴲ ᶍ ᶡ ᶠᶅ

ᶱ ᵶᵾᴳ

¸ ᵲᶫᶝᶆ ᵶᶅᵬᵾ ⱱ
ᶊ ᵸᶪ ᶷḃḁḩḻḐᶊ

ᶃᵣᶅᴲ ⱱᶱ ᶊ
ᶇ ᵶᶉᵫᶨ ᵶᴲᶷḃḁḩ
ḻḐᶍ ᶱ ᶠᶪᵾᶠᶍ ᶩ ᶞ
ᶱ ᶂᵾᴳ

¸ ᶇ ᵷᶅᵣᶪᶍᶎᴲ ╓ᶍ
ᶆ ⱱᶱ ᵥ ᶍ
ᶍ ᴲ ╓ᶷḃḁḩḻḐᶍ
ᶇ ᴲ ᴴ ᶇᶍ
ᴳ

¸ ⱱᶊᵩᵰᶪ ᶆᶍ
ᶍᵡᶩ ᴳ

àḪḏḳ᷆ᴻḁᶱ ᵷᶅá

¸ ֩ 1֪ ⱱ ᶊ ᵸᶪ
ᶷḃḁḩḻḐᶱ ᵷᶅᴲ ᶊ

ᶉᶈᶱ ᵸᶪᵲᶇᶆᴲ
ᶉ ᶊ ᵰᶅ ᶇ ᶮᶫ
ᶪᴳ

¸ ֩ 2֪ ᵶ ┌ ⱱᶱ
ᵶᶅᵣᶪ᷆ᴻḁᴳּס ᶗᶍ

ᶄᵬᵫᵡᶩᴲ ᵫ ᶲᶆ
ᵣᶉᵣ ᶣ ᶊ ᶂᶅᵣᶪ
ᶊᶎ ᵣ᷊ᴻḛḁᴳᶝᵾ
ᶆ ᶉᵫᶨ ᶩ ᶪᵲᶇᵫᶆ

ᵬᶪᶍᵫ ᴳ

¸ ֩ 3֪ ᶇ ⱱ
B ᶗᶍ ᶆ ᶱ ᵧᶅ
ᵣᶪ᷆ᴻḁᴳᵳּק ᶎ
ⱱB ᶗᶍ ᵫ ᵮᴲᵼᶍ
סּ ᶊᶃᵣᶅ ᵶᵾᴳ

¸ ֩ 3֪ ᶝᶆᶍ ᶷḃḁḩḻ
Ḑᶇּךᵫ┴ᵥᶍᵪᶱ ᵸᶪ
ᵫᵡᶪᴳ

à ᶍ ᵬá

¸ ֩ ֪ ╓ᶱᶝᶇᶠᶅᵣᵮᵬᶂᵪ
ᵰᶊᶉᶪᴳ

¸ ֩ ֪ ᶆᶡᶷḃḁḩḻḐ
ᶱ ᴳ

¸ ֩ R֪7 ᶊ ᶆ
Ḫḏḳ ᶱ ᴳ

¸ ֩ ֪ ᶉ ḩḓḭᴻלּ
ᶍ ᶩ ᶞᴳ ᵫ│ᶉᶪᶇ
ᶍלּ ᶡ ᶮᶂᶅᵶᶝᵥᵾᶠᴲ
╗ᵸᶘᵬᵪ ᵫ ᴳ

¸ ֩ ֪ ᶍ ᶇᶍלּ ᴳ ╔
ᶇ ᶆᶎ ᶪ ᵫ ᵶ│ᶉᶪᴳ

¸ ֩ ֪ᶷᶻḐḲᴻḉ∙ ᶆᶍ
ᶇᴲ ᶱ ᶆᵬᶪ ᴴ

ᶇᶍ ᵫ ᴳ



ÅЯДиϾ˔Іχם☼ʿὓ10

ꜟⱪ ◕(8) ʺ ◕(2)

Å Ὃ Bἷχכ◦ Ϭ ΰοΜϥ Υ Μ

Å ԚΤϣχϾ˔ІτΣΜοϜם☼
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No. ᶽḲᶷ
1 ׂ׃ ⱱ
2 ḗḵᴻḷᴻ᷄
3 ׂ׆ ל
4 ׂ׆ ל
5 ׂׄ ┌
6 ⱱ
7 ׂ׃ ⱱ
8 ְֺ ּ ╪
9 ׂׅ ╪
10 ׂׄ ╪

שׁ֩ ᴴⱩ ᴴ ֪
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à ╓ᶍ ᶆᶍ ᵬ ᵶá

¸ ֩ ֪ ┌ ⱱ ᶆ
נּ ᶱ ᶂᵾᴳ

ă ᶎ ⱱ
ᵫᶉᵣᵾᶠᴳ

¸ ֩ ֪ᶈᶍ לּ ᶱ ᵥᵪᶱ
ᵶᵾᴳ ᶊᵆ ⱱᶍ

ᵾᶠᶍᶷḃḁḩḻḐ᷿ᴻḐᵇ ᶱ
ᵶᶅᵣᵾᵾᶠ ᶍᶹḩᴻḀ

ᶱ ᶀ ᶮᵺᶅᵣᵾᴳ ᶎᵆ
ⱱᶍᵾᶠᶍᶷḃḁḩḻḐ᷿ᴻ

Ḑᵇᶱ ᵣᶅᴲᵡᶮᵺᶅ ᵳᶇ
ᶍᶷḃḁḩḻḐ᷿ᴻḐᶱ ᶊ

ᵶᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱ ᶍ
ᴲ ᴲ ᶊ ᵶᶅ ᶱ
ᶠᶅᵣᶂᵾᴳ

àḪḏḳ᷆ᴻḁᶱ ᵷᶅá

¸ ֩ 1֪ ᴴּק ᴴ ᴴ
ⱱᶊ ᵸᶪ ⱱ

ᶍ ᶎ ᵶᵪᶂᵾᵫᴲᶷḃ
ḁḩḻḐ ᶎ ᶉᵪᶂᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱ 2 ᶱ
ᶊ ᵶᵾᴳ ᶇᵣᵥ ᶍ
ᵫ ᵶᵮᴲᵆ ᶇᶎּךᵪ§ᵇᵆ
ᵴᶎּךᵪ§ᵇᶱ ᵧᴲ ᶆᵬᶪᵲ

ᶇᴲ ᶆ ᶩ ᶠᶪᵲᶇᶱ
ᵶᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ᶉᵶᶍ20 ᶆ╥
ᵬᵲᶡᶩ ᶊᵡᶂᵾᴳ ᶱ
ᶅᵹᶊᵣᵾᵫᴲḪḏḳ ᶱ ᶅ
ᶝᵹᶎ ⱱB ᶱ ᵶᴲ
╗ ᶱ ᵸ ᶆᶝᶇ
ᶝᶂᵾᴳ ᶍ ᶄᵪᶉᵣ ᶞ
ᶱ ᶃᵰᶅᶈᵥ ᵬᶪᵪᶱ ᶆ
ᵬᶪᶇ ᵷᵾᴳ

¸ ֩ 2֪ ᶡᵆ ᶩᶉᵣᶡᶍ
ᶎּךᵪᵇᵆᶈᵲᶆ ᵬᵾᵣᵪᵇᶇᵣ
ᵥ ᵫ ᵧᶅᵬᵾᴳ

à ᶍ ᵬá

¸ ֩ ֪ ᶷḃḁḩḻḐᶎ
ᶆᶣᶩ ᵫ│ᶉᶪᵲᶇᶎ №

ᶆᵬᶅᵣᶪᵾᶠᴲḪḏḳ ╓ᶆ
ᶩ ᶲᵿᵲᶇᶱ ᵶᶅᵣᵮ
֩ ᴲ ᴲ ֪

àḪḏḳ᷆ᴻḁᶱ ᵷᶅá

¸ ֩ 3֪ ᶍⱳ ᶝᶆ ᶩ
ᶠᶅᶧᵪᶂᵾᴳ

¸ ֩ 3֪ ᵫ ᵣ ᶊ
ᵶᶅ᷀ᶻḻḃḲḻ᷅ᶍ═ ᶇ ᶊ
ᴳ ᶍ ᵴᶱ ᶃᶠ ᵸᵲ

ᶇᵫᶆᵬᶅᴲ ᶍ≥ ᶆ ᵮ≥
ᵫ ᵣᵾᴳᶝᵾ ╪ᶡ ᵬ ᶂ
ᶅᵮᶫᵾᵲᶇᵫ ᵪᶂᵾᴳ

¸ ֩ 4֪ᵆ ⱱᶍᵾᶠᶍᶷ
ḃḁḩḻḐ᷿ᴻḐᵇᶱ ᵶᵾᵫᴲ

ᵫלּ ᵪᶂᵾᴳ ᶎᵪ
ᵪᶂᵾᵫᴲ ᶊᶧᶂᶅᵸᶩלּ
ᶮᵺᵫᶆᵬᵾᴳ



ÅЯДиϾ˔Іχם☼ʿὓ10

ᴏ (2) ʺ (2) ʺ (2) ʺ (2) ʺẋᾥ ◕(1) ʺ ╦Ἤ(1)

Åᶆίӽπ ὯΥ τӰσϥ

Å ψⱧỘ ΥΤσϤ σΜ
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Ӣ ӡ

No. ᶽḲᶷ
1 ׂ׃
2 ׂ׃ ⱱ
3 ӡ ׂׄ ל
4 ӡ ׂ׃ ⱱ
5 Ӣ ל
6 Ӣ ׂ׆ ל
7 ׂ׆ ל
8 ׂׅ ל
9 ׂׅ כ
10 ׂׅ ᴴ
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à ╓ᶍ ᶆᶍ ᵬ ᵶá

¸ ֩ ֪ ⱱ ᶇᴲᶷḃḁḩ
ḻḐ᷿ᴻḐᶱ ᵶᶅ ᴳ

¸ ֩ ֪╥ᵬᵲᶡᶩᶍ ᶱ ᶊᴲ
ⱱᴴ ᴴ ᴴ

ⱱ ᴴ ᴴ
ⱱḃḻḇᴻᶇ ┌ ⱱᵫ ᴳ

¸ ֩ ֪ ⱱB 3 ᶍ
ᶱ ᶊᴲ ᶍ ⱱ

ᶱ ᵸᶪᵾᶠᶊᴲ ⱱᴲ
ᴴ ⱱḃḻḇᴻᴲ᷅

ḳᴻḟḣᴻḨᵫ ᴳ

¸ ֩ ֪ ᶊ
᷊ᴻḛḁᵫ ᶝᶂᶅᵣᶪ ᴳ
┌ ⱱᵫ ᶩ ᶟᵲᶇᵫ

ᵶᵪᶂᵾᵾᶠᴲ ᴴ
ⱱḃḻḇᴻᵫ ᶇᶉᶂᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ᴴ ⱱḃḻ
ḇᴻᵪᶨ ᵫᵡᶩᴲ
ᶇ ᶇ ᵶᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ᶍ ᶉᵣ
ⱱB ᶱ ᶊᴲ
ᴴ ⱱḃḻḇᴻᴲ

ⱱ֩ ֪ᶇ ᴳ

àḪḏḳ᷆ᴻḁᶱ ᵷᶅá

¸ ֩ ֪ ⱱ 2 ᶆ
ᶱᶹḩᴻḀᵶᶅᵣᵾᵫᴲ

ᶇᵣᵥ ᵫᵡᶪᵪᶱ ᴳ
ᶣּק ᵪᶨ ᶠᵾᶷḃ

ḁḩḻḐ ᶱ ᵶᵾᴳ

¸ ֩ ֪ B2 ᴳ╗ ᶱ
ᵧ MƎSFAS ᶇḷᴻ᷊᷄ḻḟ

ḳ ᶱ ᴳ

¸ ֩ 4֪0 ᶆᴲ ᶇ
ᶆᶍ ᶊ ᵫᵡᶂᵾᴳ

ⱱB ᶇᶉᶂᵾᵫ
ᵣᵹᶫᶎ╗ ᶱ ᵸᴳᵆ

ⱱᶍᵾᶠᶍᶷḃḁḩḻḐ᷿ᴻ
Ḑᵇᵫ ᵪᶂᵾᴳ

¸ ֩ ֪Ḫḏḳ ᶆ ≥ᵴᶫ
ᵾ ֩ ֪ᵫ ᵪᶂᵾᴳᶷ
ḃḁḩḻḐᶎ ⱱB ᶍ

ᶱ ᶩᵾᴳ

¸ ֩ ֪ ᶊᶎ ⱱB
ᶇᶉᶂᵾᵫᴲ ᵫᵆᵲᶲᶉ

ᵲᶇᵫᵶᵾᵣᵇᶇᵣᵥᶡᶍᵫ ᵧ
ᶅᵬᵾᴳ

à ᶍ ᵬá

¸ ֩ ֪ ╓ᶇᵶᶅּךᶱᶈᵥ ᵶ
ᶅᵣᵮᶍᵪ ᵫ ֩ ∞ᴲ

∞ᴲ ֪ᴳ

¸ ֩ ֪ ᶎᶝᵿᵡᶪ ᶉ
ᶍᶆᴲ ᵪᶨ ᶝᶆᶍḁḜᴻ
ḑ ᵫ ᵴᶫᶪ֩ ᶗᶍ

֪ᴳ

¸ ֩ ֪ᶝᵿ ╓ᶍ ᶆ ᶍ╗
ᶱᶈᵥᵸᶪᵪᶱ ᴳ ╓ᶆ
ᶱ ᵶᴲᶝᵹᶎ ᶍ

ᵪᶨ ᶠᵾᵣᴳ

¸ ֩ ֪ ᵫ ᶇᶉᶂᶅᴲ
ᶊ ᶱᵶᶅ ᶠᶅᵣ

ᵮᴳ

¸ ֩ ֪ ᴲ ⱱ ᴲ
ⱱB ᴲ ⱱᶆᴲ

ᶽḲᶷᶆᶈᶍᶧᵥᶊ ᶠᶅᵣᵮ
ᶍᵪᶱ ᵸᶪᴳ

¸ ֩ 5֪ 5 ᵡᶪᶍᶆᴲ ╓ᶆ
ᶍ ᶆ ᵶᴲ ⱱ
ᶇᶍ ᶱ ᵸᶪᴳ



6 ︢
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ӡ᷊ᴻḛḁ ᶍ

¶ ⱱᶊ ᵫᶪᶝᶆᶍ ᶅ֩╗ ᶷḃḁḩḻḐ֪ᵫ ᴳ
¶ ḗḵᴻḷᴻ᷄ᴲ ᴴ ⱱḃḻḇᴻᴲ ╓ ḃḻḇᴻᴲ

ᴲ═ ֩ שּ ֪ᴲ ᶇᶡ ᶍ ᵫ ᴳ
¶ ᶍ ᶣḁ᷂ᴻḨᶊᶃᵣᶅ ᵶᶅᵩᵮ ᵫᵡᶪᴳ

Ӣ1ᵪ ᶇᵣᵥ ᶍ ᶆᶍ ᶠ
¶ וֹ ᴴ ᶊ ᶠᶅr ᵮᵾᶠᶊᶎᴲ ᶍ ᴴ ᵫ ᴳ
¶ ᶊ᷆ᴻḁ ᶍ ᶣ ᶩᶱᵶᶅᵩᵮᵲᶇᵫḥᶹḻḐᴳ

ӣ ᶍ
¶ ╓ᶍᶉᵪᶆᶷḃḁḩḻḐ ᶱלּ ╗ᵸᶪ ᵫᵡᶪᵪᶍ ᵫ ᴳ
¶ ⌐ ᶊ ᶱᶈᵥᵸᶪᶍᵪƎ ᵶᶅᵩᵮᵲᶇᵫ ᶝᵶᵣᴳ
¶ ᶇ ⌐ ᶍ᷄ḵḁ ᶡ ᴳ

ӤᶷḃḁḩḻḐ᷿ᴻḐᶍ ᵣ

¶ ᵆ ⱱᶍᵾᶠᶍᶷḃḁḩḻḐ᷿ᴻḐᵇᶊ ᴲ ╓ᶆ ╗ᴲḘḱḘḱᶊ◖
ᵸᶪᶉᶈ ᵪᶫᶪᴳ

¶ ᶊᶧᶂᶅᶎƎ ᵆ ┌ ⱱḉᶼḋ᷄ḲḁḐᵇᶍ ᵫ ᶇᶉᶪ
ᵫᵡᶪᴳ

¶ ᵆ ᶍ ╗ᵇᵫ ᵴᶫᶪᴳ

ӥᶷḃḁḩḻḐ ᶍוֹ ᵧ

¶ ᶱ ᵸᵾᶠᶍ ᶞ½ ᶞᶍ ᶇᴲ ᵰᶍ ᶱᶈᵥᵸᶪᵪ
ᵫ ᴳ

¶ ᶊᵆּס ᶍ ᵧ ᵇᵫ ᶆᴲ ᶍḓᴻḂᶷḃḁḩḻḐᵪᶨ ᵫᶂᶅ
ᵣᶪᴳ

¶ ᶷḃḁḩḻḐ ᶆ᷊ᴻḛḁᶍוֹ ᶩ ᵰᶊᶉᶂᶅᵶᶝᶮᶉᵣᶧᵥᶉ ≥ᵫ
ᴳ

Ӧ ⱱᶇᶍ
¶ ᷆ᴻḁ ᶒ ᶍ ᶊ ᵰᵾ ᶍ ᵫ ᴳ
¶ ᴴᶷḃḁḩḻḐ ᶍ╥ ᵭᶇ ᶱ ᶠᶪᵲᶇᵫ ᴳ
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ỉ 1 0 וֹ

Â 就労選択支援に係る関係政令・省令・告示や、事業の実施上の留
意事項などを定めた通知等について、令和７年３月に公布・発出。
主な通知等は、厚生労働省のホームページに掲載。
（掲載先：ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞障害者福祉

＞障害福祉サービス等＞障害者の就労支援対策の状況＞就労選択支援について）

Â 就労選択支援の指定申請について、改正法施行前においても就労
選択支援に係る指定の手続を行うことはできることから、
טּ ḱ ḱ פּףּ ḭ פֿ
ḭ ףּ ︡ךּ 。ךּ

Â 令和６年度補正予算において「就労選択支援員養成研修等事業」
（予算額0.7億円）を計上。
就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了が要件（※）

となるところ、令和７年度は、研修の質を担保する観点から、本
事業において国が研修を実施。
具体的には、 ỉ Ỉ פּ ḭ 80 10

。実施時期や申込方法等は ỉ ệ 。

※ 経過措置として、令和９年度末までは、基礎的研修又は基礎
的研修と同等以上の研修の修了者についても就労選択支援員とみ
なす。

וֹ

時期 内容

令和７年３
月

実施上の留意事項等の通知類
発出

４月

５月

６月 研修実施（β）

７月

８月 研修実施（β）

９月

10月 【１日から施行】
研修実施（β）

11月

12月 研修実施（β）

令和８年１
月

２月 研修実施（β）

３月

＜スケジュール（見込み）＞

※研修実施月は平日及び休日に２回開催予定
（２回×５月）

指定事務の
準備、着手
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2021年4月1日

１．障害福祉サービスを取り巻く状況

２．障害者の就労支援について

３．就労選択支援の施行に向けた主な取組

ỆḰ ךּ

５．参考
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障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、

就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービス（就労選択支援）※を創設する。

第五条 （略）

13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しく

は就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものと

して主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並び

に就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当

該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便

宜を供与することをいう。

※施行期日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において

○ 就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害者の就労能力や適性を客観的に評価し、それを本人の就労に関する

選択や具体的な支援内容に活用する手法等が確立されていないため、障害者の就労能力や一般就労の可能性について、

障害者本人や障害者を支援する者が十分に把握できておらず、適切なサービス等に繋げられていない。

○ 一旦、就労継続支援Ａ型・Ｂ型の利用が始まると、固定されてしまいやすい。

○ 本人の立場に立ち、次のステップを促す支援者がいるかどうかで、職業生活、人生が大きく左右される。

ḱ
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働く力と希望のある障害者に対して、障害者本人が自分の働き方について考えることをサポート（考える機会の提供含む）するとともに、

就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労

等への選択の機会を適切に提供する。

【具体的な内容】

○ 作業場面等を活用し、本人の強みや特性、本人が望む方向に進む上で課題となること等について、本人と協同して整理し、利用者本
人の自己理解を促すことを支援する。

○ 自分に合った働き方を実現したり、働く上での課題改善等に向けて、どんな方法で、何に取り組むのか、どこで取り組むかについて本
人と協同して考える。

※ その過程の結果として、就労系障害福祉サービスの活用を含めた進路について本人が選び、決定していくことを支援する。そのため、
就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではない。

○ 本人の選択肢を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前後において、本人に対して、地域における雇用事例や就労支援
に係る社会資源等に関する情報提供、助言・指導等を行う。

○ アセスメント結果は、本人や家族、関係者等と共有し、その後の就労支援等に活用できるようにする。

○ 就労選択支援利用後の就労支援等において、アセスメント結果が効果的に活用されるよう、就労選択支援事業所は計画相談支援事業所
や市町村、ハローワーク等の就労支援機関との連携、連絡調整を行う。

【期待される効果】

○ アセスメントに関する専門的な研修を修了した人材を配置することにより、質の高いアセスメントに基づいた就労支援を受けることが
可能となる。

○ 本人の就労能力や適性、ニーズ、強み、職業上の課題、本人が力を発揮しやすい環境要因、就労に当たっての支援や配慮事項等を本人
と協同して整理することで、本人の自己理解を促進することが可能となる。

○ 本人と協同して整理した内容や地域の企業等の情報を基に、関係機関と連携することにより、本人にとって、より適切な進路を選択す
ることが可能となる。また、就労継続支援Ａ型・Ｂ型利用中も、本人の希望に応じて就労選択支援を受けることができ、就労ニーズや能
力等の変化に応じた選択が可能となる。



Ọ

⅜≢⅝╢≤ ╦╢↓≤
⌂▪☿☻ⱷfi♩─ ≤ ─ ─

就労ニーズや能力等に変化があっても、他の選択
肢を積極的に検討する機会は限られている。

市町村
に相談

Ｂ型利用 Ｂ型利用
就労移行
利用申請

Ｂ型
利用

利用申請

Ｂ型利用後も、希望に応じて新たなサー
ビスを受けることができ、 ṇ

︢ צּ となる。

Ｂ型利用 Ｂ型利用
Ｂ型
利用

Ọ

市町村
に相談

β希望に応じて利用

Ｂ型利用
申請

Ｂ型利用
申請

就労移行支援
事業所等による
アセスメント

β現行の就労アセスメントでは
・50歳に達している者又は障害基礎年金1級の受給者
・就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者
を対象としていない。

３年後

ṇ ṕ B ṇ Ṗ

BB

実施主体や人材の面で、専門的な支援
体制の整備が必ずしも十分に行われて
いない。

ḭ就労
支援について ︣

︢ 育成した人材の
配置により、 を受ける
ことが可能 。

ḭצּ
︡
וֹ ךּ
ךּ

וֹ

アセスメントにより整理した情報を、
その後の本人の働き方や就労先の選択
に関する支援に十分つなげられていな
い。

就労能力や適性、本人のニーズや強み、職
業上の課題、就労に当たっての支援や配慮
事項といった ︡ ︡

ḭ
︣

Ҝ ḭ ḱ
ṇ ︣ כֿ צּ となる。
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⅜≢⅝╢≤ ╦╢↓≤
⌂▪☿☻ⱷfi♩─ ≤ ─ ─

ṇ ṕ Ọ ṇ Ṗ

申請段階でサービスを選択する必要が
あるが、選択する上での情報把握や、
自己理解を進めにくい。

Ａ型利用 Ａ型利用 Ａ型利用

Ａ型利用

３年後

ṇ 、 ḭ
︣ が得られ、

本人にとって ḱ
ṇ が可能となる。

Ａ型
利用申請

Ａ型利用 Ａ型利用
暫定支給決定期間
２ヶ月以内
（アセスメント）

市町村
に相談

A型
利用申請

利用申請

市町村
に相談

就労ニーズや能力等に変化があっても、
他の選択肢を積極的に検討する機会が
限られている。

β希望に応じて利用

A

︣
צּ ので、本

人が自由に ︡ שּ︣ 。

Ọ

︣
צּ

︣

צּ

利用

就労する事業所が決まった上で、就労す
る事業所がアセスメントを実施するため、
他の選択肢を持ちにくい。

ọ ọ

サービス開始後も、希望に応じて就労選
択支援を受けることで、

ṇ ︢
צּ となる。
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ẁ
Ễ

ṕ Ṗ

Ọ

ọ

ẁ
ẁẁ

ẁỆ 

ẁỆ

*３就労選択支援のアセス
メント結果だけではなく、
当初の支給決定プロセス
において既に把握してい
る情報を活用できるよう
にする。

*１サービス等利用計画案

の提出依頼、サービスの利

用意向聴取等のプロセスを

含む。

ẁ
ể

ẁễ
ṇ

*２就労選択支援事業所が主体となって、

市町村、計画相談支援事業所、ハローワー

ク、障害者就業・生活支援センター、地域

障害者職業センター、医療機関、教育機関

等のうち必要な機関を参集して実施

ṕ Ṗ

ṇ

ẑ

︢

ẑ
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⌐⅔↑╢ ─

ṇ

ṕỌ ḱọ Ṗ

ṇ ṇ

ṇ

ḱ ṇ

Å 心身の状況等に関する調査
Å サービスの利用意向聴取
Å 計画案の受領後、支給決定

Å サービス等利用計画案の作成
Å 支給決定後、計画の作成、定期
的に利用状況のモニタリング

Å 新たなサービスでのアセスメ
ント結果を踏まえて職業指導
等を実施

Å 職場実習、職業紹介、職業訓
練のあっせん等の支援の実施

Å 就職後のモニタリング

Å 職業リハビリテーション計画を
策定するための職業評価の実施
（より専門的なアセスメント）

Å 就業に関する相談支援、就職に向けた準備支
援、職場定着に向けた支援

Å 就業に伴う日常生活・地域生活に関する助言
Å 関係機関との連絡調整

Å 就労選択支援事業所以外の地域の関係機関とアセスメント結果を共有
し、その後の適切な支援につなげていくための会議

Å 複数の機関が関わることで、アセスメントの質と中立性の担保を図る

Å ケース会議を通じて、本人や家族にアセスメント結果を共有すること
で、自己理解を促進するとともに、的確に本人の選択を支援する

¢

【注】図中の①～④は、就労選択支援の支給
決定に係る手続、⑧～⑪は、就労系障害福祉
サービスの支給決定に係る手続き

︣
ṕ Ṗ

Å

Å ︡ ṕ Ṗ
Å ṇ
Å

¢

¢

Ӹ

ṇ
ṇ

ṇ

¢
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ṇ ṕ ṇ Ṗ

ṕ Ṗ

Ḵ

Ḵ
Ḵ

Ḵ Ḵ

Ḵ Ḵ

Ḵ

קּ וֹךּ
︣לּ Ḵךּךּ
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ṇ ṕ ṇ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

︡

ḱ
וֹ ṇ
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︡

ṕ Ṗ
β指定特定相談支援事業者を利用する場合の一例

ṕ Ṗ

ṡצּ ṇ Ṣ ︣ כֿ
נּ ṇ ︣ ︣

ḭṡ ṇ Ṣ

サービス利用支援費

（基本報酬）

ḭצּ ṇ
︣

︣ ḭṡ ṇ
Ṣ

サービス利用支援費

（基本報酬）

継続サービス利用支援費

（基本報酬）

ṕ ḱ Ṗ
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○ 就労選択支援の実施にあたっては、特にアセスメント結果の中立性の確保や、就労選択支援の利用に関する必要な情
報提供等の観点から、計画相談支援事業者との連携は非常に重要であり、指定特定相談支援事業者が、就労選択支援
事業者がアセスメントの結果の作成に当たって開催する会議に参加することに加えてサービス提供場面を訪問するな
どの算定要件を満たす場合は、「サービス提供時モニタリング加算」（100単位/月）の算定を可能とする。

○ 指定基準において、就労選択支援に関する計画相談支援事業者の役割及び連携について、以下のとおり定めている。

・ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市町村、特定相談支援事業者等、公共職業

安定所その他の関係機関の担当者等を招集して会議を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとと

もに、当該担当者等に意見を求める（指定基準第173条の７）

・ 就労系サービス事業者は、利用者に対し、計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供

を行う（指定基準第183条の２等）

・ 相談支援専門員は、利用者が現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している場合であって、モニタリングの結果

等を踏まえて就労選択支援の利用が必要と認められるときは、就労移行支援の事業を行う者又は就労継続支援の事業

を行う者と連携し、就労選択支援に関する情報の提供その他必要な援助を行う（計画相談指定基準第15条３項６号）

・ 相談支援専門員は、利用者が就労選択支援を利用している場合には、就労選択支援における評価及び整理の結果等を

踏まえてサービス等利用計画の見直しを行うとともに、就労選択支援事業者と連携し、必要な情報の提供及び助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行わなければならない（計画相談指定基準第15条３項７号）

ךּ
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ṇ ︣ טּצּ
︡ ףּ ḭ

טּצּ

就労継続支援Ｂ型

現行の就労アセスメント対象者（下記以外の者） 令和７年10月から原則利用

希望に応じて利用
・50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
・就労経験ありの者 (就労経験がある者であって、年齢や体力の面

で一般企業に雇用されることが困難になった者)

希望に応じて利用

就労継続支援Ａ型 令和９年４月から原則利用

就労移行支援 希望に応じて利用
令和９年４月から原則利用

β標準利用期間を超えて更新を希望する者

Ṇ ︣ ︣ ︡ ךּ

就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援Ｂ型は、令和７年10月より、「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等

の把握が行われている者」が利用対象となることから、新たに就労継続支援Ｂ型を利用する意向がある場合は、就労選択支援を予め利用すること。

（なお、50歳に達している者や障害基礎年金１級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者等につい

ては、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援Ｂ型の利用が可能。）

ただし、

・ 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合

・ 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合

は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援Ｂ型の利用を認める。

※以下に記載する対象者は、障害者本人の希望に応じて就労選択支援を利用することができる。

・ 新たに就労継続支援Ａ型や就労移行支援を利用する意向がある障害者

・ 就労経験がある者（年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者に限る。）、50歳に達している者、障害基礎年金１級受給者

のいずれかであって、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある障害者

・ 既に就労移行支援又は就労継続支援を利用しており、支給決定の更新等の意向がある障害者

就労選択支援事業所においては、利用者に対して、就労に必要な知識や能力の向上に資する事業所等を適切に情報提供できるよう、日頃から地

域の社会資源等に関する情報収集に努めるとともに、利用者の希望や能力、適性等に応じた事業所等を見極めて情報提供すること。
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○ 特別支援学校等の生徒が就労選択支援の利用を希望する場合に、学校においても理解・配慮いただきたいこと、学校

と就労選択支援事業所等との連携を図ること等を依頼する。（厚労省・文科省連名通知において教育委員会等あて通

知）

○ 特別支援学校等の生徒が、就労選択支援を受けるために登校できない日については、校長の判断により「選抜のため

の学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」として「出席停止・忌

引等の日数」に計上することが可能であることを示す。（厚労省・文科省連名通知において教育委員会等あて通知）

○ 令和７年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用する場合は、就労継続支援B型の利用支援前に、原則として就労

選択支援を利用することとなるが、特別支援学校等の卒業後に就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、在学中

に就労選択支援を受ける必要がある。

○ 令和６年度報酬改定の概要では、特別支援学校における取扱について、以下の内容を示している。

より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の３年生以外の各学年で実施でき

ること、また、在学中に複数回実施することを可能とする。加えて、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施

可能とする。

○ 特別支援学校等の生徒が就労選択支援を受ける場合には、生徒が就労選択支援事業所に通所する場合と、教育課程に

おける職場実習の場面等に就労選択支援事業所が出向いて支援を行う場合がある。また、特別支援学校等の生徒が就

労選択支援事業所に通所する場合、長期休業期間中のほか、授業日に通所する場合も想定される。

וֹףּ ךּ ךּ
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○ 就労選択支援も、他のサービスを同一日に利用することが想定され、例えば、以下のようなサービスについて支援内容・報酬
に重なりはなく、同一日に併給できる。

○ 障害福祉サービスは、報酬が重複しない利用形態であるならば、市町村がその必要性について適切に判断し、特に必要と認め
る場合は併給を妨げないものとしている。（介護給付費等の支給決定等について（平成19年障発第0323002 号部長通知））

ṇ ךּ

①放課後等デイサービスとの同日利用
（例）満18歳未満の障害児が、日中に特別支援学校に出席する代わりに就労選択支援を利用した後、夕方に放課後等デ
イサービスを利用する。

・就労選択支援は、授業の時間帯も活用して、卒業後の就労に向けて客観的かつ専門的なアセスメント等を行うサー
ビスである一方、放課後等デイサービスは、授業の終了後等に生活能力の向上のために必要な支援等を行うサービ
スであって、就労に向けたアセスメント等の支援は含まれない。そのため、支援内容・報酬に重なりはなく、同一
日に併給できる。

②障害児入所施設との同日利用
（例）障害児入所施設の入所児童が、日中に特別支援学校に出席する代わりに就労選択支援を利用する。

・就労選択支援は、就労に関する客観的かつ専門的なアセスメントを行うサービスである一方、障害児入所支援は、
保護や日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行うサービスであるが、
就労に向けたアセスメント等の支援は含まれない。そのため、支援内容・報酬に重なりはなく、同一日に併給でき
る。

（参考）障害福祉サービスの日中活動サービス（※）については、どちらも日額報酬であり、日中のまとまった時間帯の支援が想定されていること、就
労移行支援体制加算が算定でき、就労に向けた支援が想定されていることから支援の重なりがあると考えられ、就労選択支援の報酬を算定した場合
には、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できない。（相互の合議による報酬の配分により、両サービスを同一日に利用することを妨げる
ものではない。）
（例）午前に就労継続支援Ｂ型を利用し、午後に就労選択支援を利用する
※日中活動サービス…生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く）、就労移行支援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
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וֹףּ ︣ ṇ

ＪＥＥＤにて開発された以下のアセスメントツール（就労支援のためのアセスメントシート）を標準的なツールとして

活用することを想定している。

ḱ ḱ

ṕ Ṗ

︣ ḱ ṇ

① 個別面談を通じて、就労に関する希望・ニーズを整理（33項目）

② 作業場面や職場実習により確認された情報等に基づき、就労のた

めの作業遂行・職業生活・対人関係の現状について本人が自己評

価した上で、支援者と協議して協同評価を実施（必須17項目、選

択27項目）

③ 就労継続のための望ましい環境をさまざまな角度からチェックし、

必要な支援や配慮について本人と支援者と協議して取りまとめ

（53項目）

例：「一般就職を希望していますか、一般就職以外の就労や訓練で希望するものは

ありますか。」、「どのような働き方（労働日数・労働時間・休日）を希望します

か。」、「職場で希望する配慮やお願いしたいことはどのようなことですか。」

例：「指示された手順に従って作業する」、「安全に作業する」、「決めら

れた時間内に与えられた仕事を仕上げる」

例：10.職場の人間関係

以下の項目について支援・配慮が必要であるかを検討する。

□ 職場の人間関係の維持

□ 上司・同僚や職場の支援者の異動時の引継ぎ

□ 苦手とする職場の対人コミュニケーションや対人マナー 等

上記 について、望ましい（避けた方がよい）環境や必要な支援・配慮について

記載する。（自由記述）

Â 支援者が一方的に評価をするのではなく、本人と支援者が協
同でアセスメントを行う。

Â 課題点に留まらず、ストレングス（強み）を併せて整理する。

Â 本人の状況に留まらず、本人と環境との相互作用の視点から
必要な支援や配慮を整理する（支援・配慮がある場合の状況
のチェック、就労継続のための望ましい環境の検討、等 ）。

例：「職場の規則を守る」、「やむを得ない理由（通院、体調不良、電車の

遅れ等）以外の遅刻・早退・欠席（欠勤）がない」、「体調に気をつける」

ṇ ṇ

ṇ

例：「相手や場に応じた挨拶や返事をする」、 「同僚や上司と会話する」、

「質問・報告（作業の終了、失敗等）・連絡・相談をする」
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○ 支給決定事務処理要領において、市区町村が適切に支給決定を行うことができるよう、以下の内容を示す。
・ 支給決定期間は原則１か月とし、例外事由に該当する場合のみ２か月の支給決定を行う
・ 支給決定期間を延長することは原則想定していないが、 １か月の支給決定を行い、支援開始後に例外事由に該当
することが明らかになった場合に限り、一度のみ、再度１か月の支給決定を行う

※ 再度１か月の支給決定を行う場合や、就労選択支援利用後に就労系サービスの支給決定を行う場合には、市区町村が短期間で複数の支給決定を
行うことが必要になるが、障害支援区分の認定を要しない場合の調査については、事務処理要領において、「例えば、認定調査の調査項目を
活用しつつ本人や家族、相談支援専門員等からの聞き取りを行うなど、市区町村において必要と考える調査を行い障害の程度を含めた心身の状
況を把握する」旨を示しており、支給決定に当たって勘案すべき項目の中で、短期間で変化が想定されない調査項目を簡略化する等、工夫して
差し支えないこととする。

○ なお、就労選択支援を経た後の就労系障害福祉サービス利用に係る支給決定においては、就労選択支援で作成された
アセスメント結果を勘案することで、利用者本人の希望や能力、適正等に応じて、就労に必要な知識及び能力の向上
に資するサービスの利用が促進されるよう留意すること。

○ 施行規則において、支給決定の有効期間は「１月間又は２月間のうち市町村が定める期間」としている。

○ 令和６年度報酬改定の概要においては、支給決定の期間について、以下のとおりとしている。
・ 支給決定期間は１か月を原則とし、自己理解等の改善に向け、１か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行
う必要がある場合は、２か月の支給決定を行う。

・ 市町村が、必要以上に就労選択支援を支給決定しないよう、支給決定事務処理要領において示す。

○ さらに、令和６年度報酬改定検討チームにおいて、２か月の支給決定を行う場合としては、以下のような事由（以下
「例外事由」という）が示されている。
・ 自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に対する知識等の不足等、進路に関する自
己理解に大きな課題があり、自己理解等の改善に向け、１か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要が
ある場合

・ 作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や精神面の安定等に課題があり、進路を確
定するに当たり、１か月以上の時間をかけた観察が必要な場合

ךּ
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○ 就労選択支援の実施に関し、以下の点を留意事項として示す。

・ 事業者においては、サービス提供記録の中で１日単位の支援内容を記録するものとし、事業内容のうち未実施の事
項がある場合は、就労選択支援サービスを適切に提供しておらず、全体として報酬算定の対象とならない。

・ 報酬算定の対象となるのは、就労選択支援として、利用者に対して、直接支援を行った場合とする。
※ 利用者が同席する多機関連携によるケース会議や企業訪問は算定対象とするが、関係機関との連絡調整等のみ行
うなど、利用者の参加を伴わない場合は算定対象としない。

・ 事業内容のうち、①アセスメントについては、作業やコミュニケーション等に関する行動観察が極めて重要である
ことから、対面での実施を基本とする。一方で、②多機関連携によるケース会議や③利用者等へのアセスメント結
果の提供、④事業者等との連絡調整については、対面での実施が難しい場合等、必要に応じて、テレビ電話装置等
を活用した支援（オンラインによる支援）としても差し支えない。

・ １月当たりの利用日数は、就労移行支援等と同様、原則として各月の日数から８日を控除した日数を限度とする。

ךּ

○ 就労選択支援では、指定基準において、
①短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性等の評価や意向等整理（アセスメント）
②アセスメント結果の作成に当たって、利用者及び関係機関等を招集して多機関連携によるケース会議を開催
③アセスメント結果を作成し、利用者等へ情報提供
④利用者への適切な支援に向け、必要に応じて事業所など関係機関との連絡調整
を行うことが規定されている（①～④を総称して、以下「事業内容」という）。

○ また、指定基準において、アセスメント結果の作成に当たり、開催する会議については「テレビ電話装置等を活用
して行うことができるもの」とされている。

○ 就労選択支援の報酬算定については、報酬告示において、「指定障害福祉サービス基準第173条の２に規定する指定
就労選択支援を行った場合」に「１日につき1,210 単位」と定められている。
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○ 就労選択支援の実施主体については、指定基準において、「就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス

事業者であって、過去３年以内に当該事業者の事業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他の

これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者」と定めている。

○ 地域によっては 「過去３年以内に当該事業者の事業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの」

（要件①）を満たす事業者が存在しない場合もあるが、地域の実情に応じて就労選択支援事業者を確保するため、「その他

のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者」（要件②）についても、

実施主体として認めている。

○ 指定基準において、「就労選択支援事業者は、法第89条の３第１項に規定する協議会への定期的な参加、公共職業安定所

への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利

用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない」ことが規定されている。

○ 要件②については、例えば、以下のような事業者について都道府県知事が認めることを想定している。

・ 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター又は障害者能力開発助成金による

障害者能力開発訓練事業を行う機関であって、要件①を満たすもの

○ また、同一市区町村内に就労選択支援事業所が存在しない場合には、例えば以下のような事業者についても、都道府県

知事が認めることを想定している。

・ 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去10年間の連続する３年間に３人

以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの

ךּ
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○ 就労選択支援員養成研修を修了すること

○ 経過措置：就労選択支援員養成研修開始から令和9年度末までに

研修を修了していること。

※ 令和９年度末までは、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の

修了者を就労選択支援員とみなす。

なお、基礎的研修と同等以上の研修とは、以下の研修とする。

・ 就業支援基礎研修（就労支援員対応型）（※１）

・ 訪問型職場適応援助者養成研修（※２）

・ サービス管理責任者研修専門コース別研修（就労支援コース）（※３）

・ 相談支援従事者研修専門コース別研修（就労支援コース）（※４）

※１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の
算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修（平成21年厚生労働省告示第178号）第１号イに規定する研修

※２ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭和51年労働省令第38号。以下「雇保則」という。）第20条の２第２項第１号の訪問型職場適応援
助者の養成のための研修及び促進則第20条の２第２項第２号に規定する厚生労働大臣が定める研修

※３ 「サービス管理責任者研修事業の実施について」（平成18年８月30日障発08300004 こども家庭庁支援局長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部長連名通知）別添「サービス管理責任者研修事業実施要綱」３（４）に規定するサービス管理責任者専門コースの就労支援コース

※４ 「相談支援従事者研修事業について」（平成18年4月21日障発0421001 こども家庭庁支援局長・厚生労働省社会・援護局保健福祉部長連名通知）別
紙「相談支援従事者研修事業実施要綱」３に規定する専門コース別研修の就労支援研修

○ 就労選択支援員を配置する（常勤換算で利用数を15で除した数以上）

○ 就労選択支援員の兼務について、一体的に運営する就労移行支援事業所等の職業指導員等の直接処遇に係る職
員は、利用者に対するサービス提供に支障が無い場合は、就労選択支援員に従事することができ、兼務を行う勤
務時間について、就労選択支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入できるものとする。
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ḱ ךּ

○ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）

等が実施する基礎的研修（令和７年度開始予定）を修了

していること

○ 就労支援に関して一定の経験を有していること

「障害者の就労支援分野の勤務実績」が通算５年以上

あること

○ 経過措置：令和９年度末まで基礎的研修と同等以上の

研修の修了者でも受講可能とする。

なお、「障害者の就労支援分野の勤務実績」とは、以下の実績を指す。

・ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所及び就労定着支援事業所における管理者、サービス管理責任者、

職業指導員、生活支援員、就労支援員及び就労定着支援員

・ 障害者職業センターにおける職業カウンセラー、職場適応援助者（企業在籍型を除く。）

・ 障害者就業・生活支援センターにおける生活支援担当者、就業支援担当者

・ 障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関における就職支援責任者、訓練担当者

・ 令和９年度末までに基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修を修了していることを以て就労選択支援員

として勤務した実績

令和７年度の就労選択支援員養成研修は、研修の質を担保する観点から、当面の間、国において実施する。

具体的には、令和７年６月下旬以降、定員約80人～100人規模の研修を年に10回程度実施予定であるが、

具体的な実施時期や申込方法等は令和７年５月以降に順次案内予定。
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〇 多機関連携によるケース会議で把握した本人の意向、関係機関の見解等を踏まえてアセスメント結果を

作成する。

〇 （自立支援）協議会の就労支援部会等を定期的に活用する。

〇 オンライン会議等の活用も可能とする。

ṇ

〇 自法人が運営する就労系障害福祉サービス等へ利用者を誘導しない仕組み

〇 必要以上に就労選択支援サービスを実施しない仕組み

（本来の主旨と異なるサービス提供の禁止）

〇 障害福祉サービス事業者等からの利益収受の禁止

〇 多機関連携によるケース会議の実施

（本人へ提供する情報に偏りや誤りがないようにするための仕組み）
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○ 事業の中立性の確保の観点から、上記の内容に加え、以下の内容を技術的助言として示す。

・ 就労選択支援事業は地域の連携が重要であることから、都道府県知事が必要と認める場合には、就労選択支援を行
おうとする者は、事業指定の申請にあたり、協議会や市町村等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議
会等による評価を受け、その内容を都道府県知事に提出する。

・ 就労継続支援や就労移行支援を利用中の者が、当該サービスに係る受給者証の更新や事業所の変更を検討するに当
たって就労選択支援を利用する場合、アセスメントや情報提供の客観性を担保するため、当該サービスを提供して
いる事業所と同一の法人が運営する就労選択支援は利用できないものとする。ただし、近隣に別の法人が運営する
就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合は、同一法人が運営する就労選択支援の利用を認める。

○ 就労選択支援の趣旨は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法
を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援することであり、そのためには、中立性を確保し、
客観的な視点から事業が実施されることが重要。

○ 令和６年度報酬改定の概要では、中立性の確保について、以下の内容を示している。

・ 正当な理由なく、就労選択支援事業所において前６月間に実施したアセスメントの結果を踏まえて利用者が利用し
た指定就労移行支援、指定就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者に
よって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には、200単位を所定単位数から減算する。た
だし、地域において、利用者が利用可能な就労移行支援、就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型事業所が１か所
しか存在していない等、特定の事業所を利用することについて、正当な理由がある場合は減算しない。（特定事業
所集中減算）

・ 市町村が、必要以上に就労選択支援を支給決定しないよう、支給決定事務処理要領において示す。

・ 事業者は、他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対
償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととする。

・ 本人へ提供する情報に誤りや偏りがないよう多機関連携会議を開催することとする。

ךּ



2021年4月1日

１．障害福祉サービスを取り巻く状況

２．障害者の就労支援について

３．就労選択支援の施行に向けた主な取組

４．就労選択支援の概要について
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Å ḭ ḱ ṇּצ となり、地域の関係機関と密に連携を取り、体制を構築。

Åアセスメントの際には、 ךּ し、 ḱ ṇ

を実施の上、アセスメント結果として 。

Å以上の取り組みにより、 קּ があり、 B ︡ לּ ḭ

Ễ צּ に至っている他、能力の向上が見込める利用者にはễ

を実施している。

ṕ ḭ ṇ ︡ Ṗ

74

Å 市主催で事前
ケース会議を実
施

Å 学校は、就労移
行支援を経ての
就職も可能と見
るが、家族は期
限なく利用でき
るＢ型希望、本
人は漠然と働き
たい。

Å アセスメント実
施上の留意点を
確認

本人・家族に、一般就労の実態や、地域の就
労支援機関に関する情報を伝達。一般就労に
向けて手厚い支援があること、離職してもそ
の後のフォローもあることを説明。

Å 場所：自宅近くの就労移行支援事業所
Å 内容：組立作業、仕分け作業
Å 期間：高等部２年次春休みの1週間

Å 事前ケース会議
と同様のメン
バーで、アセス
メント状況を共
有

Å アセスメントを
実施した事業所
より、挨拶・職
場のルール面で
の課題はあるが、
集中力・理解力
はまずまずで、
伸びしろはある
旨報告。

Å 市よりアセスメント結果を伝
達。今後の伸びしろを踏まえ
ると、就労移行支援を利用す
る事で一般就労の可能性もあ
る旨伝達

Å 相談支援よりＢ型・就労移行支
援のメリットデメリットを、就
業・生活支援センターより一般
就労の現状を情報提供。

Å 本人・家族より、将来的な一
般就労も踏まえて、就労移行
支援も考えてみたい。

Å 支援学校より、次回の現場実
習を就労移行支援で調整する
旨提案。

事前ケース会議の実施 アセスメントの実施 事後ケース会議の実施 アセスメント結果の伝達

ọ ︣ ṕ Ṗ

Å 就労移行支
援事業所で
現場実習を
実施。

Å 本人も卒業
後の就労移
行支援の利
用や、その
後の就職に
前向きに。

Å 卒業後、当
該就労移行
支援事業所
の利用へ。

その後の経過

参集者：市、支援学校、相談支
援、就労移行支援、就業・生活
支援センター

Åアセスメント時に一般就労の現状や、就労支援機関について情報提供し、家族等の不安を払拭
Å複数回関係者間でケース会議を行い、アセスメントの質の担保を図っている。
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Å ṇּצ となり、 ḭ を通じて、

地域の就労移行支援事業所のアセスメントの 。を図っているבֿ

ÅỌ ḱọ וֹ וֹ ことで、Ａ型・

Ｂ型利用者に対しても、客観的なアセスメントの視点をもとにした、

ךּ を保障している。

Å 所属するＢ型事業所職員
と本人が、区障害者就労
支援センターに来所。

Å Ｂ型利用を通じて力がつ
き、経済的な理由もあり、
本人が一般就労を希望。

Å Ｂ型事業所は一般就労に
向けたノウハウがなく、
本人が一般就労を目指す
上での現状の課題や、必
要な配慮・支援等につい
て情報が欲しい。

Å アセスメントを実施して
検討することとする。

Å 場所：就労移行支援事業所（区障
害者就労支援センターと同法人）

Å 内容：共通評価キット（書類整理
等）、ワークサンプル（ピッキン
グ等）、集団による作業・訓練ほ
か

Å 期間：2週間

Å 本人、Ｂ型事業所、相談支援事業所、区障
害者就労支援センターで、ケース会議を実
施。

Å 体調が良い時には、理解力が高く安定した
作業遂行が可能。不調時には不安が強くな
り、頻回に確認が発生する様子があること
を確認。

Å 一方で、不安への対処を試行錯誤しながら
工夫しており、徐々に改善傾向。

Å 将来的な自立を望んでおり、課題への対処
の目途が立ちそうな見込みを踏まえ、就労
移行支援の利用を経て一般就労を目指すこ
とを提案。

Å 本人としては、一般就労の実態が分からな
いとのことであったため、ハローワークで
の相談を勧める

事前相談 アセスメントの実施 アセスメント結果の伝達

︣ ọ ṕ Ṗ

Å 事業所内・ハローワー
クで相談を行い、障害
者求人の状況や、職場
で求められる力等につ
いて確認。

Å 併せて、相談支援事業
所と就労移行支援事業
所を見学。

Å 最終的に、本人の特性
や課題とマッチしそう
な、就労移行支援事業
所の利用へ繋がった。

その後の経過

Å一般就労を希望する本人や、一般就労に向けたノウハウが十分にない事業所のニーズに応じて、就労系障害福祉サービスを利
用中の者も含めて、今後の支援方針の検討を目的としたアセスメントを実施している。

Åそれを通じて本人の就労の可能性が広がり、適切なサービス選択やジョブマッチング等につながっている。

βＢ型事業所支援員も導入や振り返
り等の面談機会に同席し、アセスメ
ントの視点や、一般就労に向けたノ
ウハウ等について適宜伝達。



︡

Å に、 ךּףּ ṇ を

実施し、これまでの状況報告と今後の一般就労に向けた取組について、 ḱ

に対して、必要な助言を行う。

Åこのような取組を通じて、今後の支援計画の再検討など、より具体的な一般就労に向けた方策の

検討につながり、 ễ ︡ につながっている。

ṕ ṇ ︡ Ṗ
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Å 就労移行支援の
２年間の支給決
定の期限を迎え、
本人より支給決
定更新の申請

Å 支給決定の更新
の審査の参考と
するため、市が
ケース会議の開
催へ。

【参集者】本人、就労移行支援事業所、
市、就労支援部会コアメンバー（相談
支援、他の就労移行支援事業所、ﾊﾛｰ
ﾜｰｸ、就業・生活支援ｾﾝﾀｰ）、職業ｾﾝ
ﾀｰ

【本人よりプレゼン】就労移行支援事
業所で取組んできた内容、引き続き一
般就労に向けて継続したい意向を説明

【就労移行支援事業所よりプレゼン】
これまでの支援内容、今後の一般就労
に向けた支援計画について説明。スマ
ホの使いすぎ等生活面の課題も大きく、
一般就労はまだ早いと考え、これまで
職場実習等は未実施。

３年目利用に向けた更新申請 多機関連携によるケース会議の実施

ṕ Ṗ ễ וֹ

Å ケース会議での検討を踏まえて、支給
決定を更新し、就労移行支援を継続

Å ケース会議を経て、本人も一般就労へ
の意欲が増し、早速ハローワークで求
職登録。

Å 障害者求人を中心に、求人の検討や、
職場見学を経て、職場実習を複数回実
施。事業所が思うほど企業の評価は悪
くなく、生活面の意識付けにもつな
がった。

Å 職場実習の際には就業・生活支援セン
ターも協力し、職場における支援をサ
ポート

Å 更新後半年ほどで就職。

その後の経過

Åケース会議で事業所等がプレゼンを行う過程で、これまでの振り返りや今後の支援のあり方の見直しができ、本人の意欲にも繋がる。
Åケース会議において、多機関連携による多様な視点から今後の支援のあり方が検討され、今後の支援の選択肢の幅が広がる。
Åケース会議に参加する他の就労移行支援事業所・相談支援事業所にとっても、各事業所での支援の参考や振り返りに繋がる。

【意見交換】
・現状の生活面の課題への対
処について、参加者より助言。
・一方、通所が安定しており、
作業面等でも大きな問題はな
い。実習を行い企業の評価も
受けながら、課題への対処を
並行してはどうか。
・まずはハローワークに求職
登録を行い、障害者求人も踏
まえて実習先の開拓を行って
はどうか。
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